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（ 時に午前 ９時３０分 開会 ） 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 皆さん、おはようございます。 

 定刻となりましたので、ただいまから建設文教委員会を開催いたします。 

 去る３日の本会議において建設文教委員会に付託となりました議案について御審議いただくわ

けですが、その前に小﨑副議長から御挨拶を受けたいと思います。 

副議長（小﨑 進一君） 

 皆様、おはようございます。本日は議長に代わりまして御挨拶申し上げます。 

 委員の皆様におかれましては、早朝より御苦労さまでございます。また、職員の皆様におかれ

ましては、コロナ禍の中、日々お仕事御苦労さまでございます。 

 昨日たまたま市民の方から私のほうへ、コロナによる風評被害と収入減による先行きの不透明

の御相談がございました。市といたしましても、できる対応を丁寧にお願いしたいと思います。 

 本日は建設文教委員会建設部所管の審議でございます。議案の慎重審議をお願い申し上げ、御

挨拶に代えさせていただきます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして、永田市長から御挨拶を受けたいと思います。 

市  長（永田 純夫君） 

 改めまして、おはようございます。 

 本日は、委員の皆様方には建設文教委員会へのご出席、大変御苦労さまでございます。 

 今日は９月９日でございますけども、明日、明後日、東海豪雨の日ということでございまして、

市のほうもいろんなイベントを企画いたしておりましたけども、コロナの関係で、人が集まるイ

ベントについては、大変残念ながら中止ということになってしまいましたが、幸いにして報道関

係が２０年ということで、大々的に放送といいますか、記事にしていただいておるということで、

市民の皆さんも改めて東海豪雨のことについて知っていただき、そして、大規模災害への備えを

感じていただいたというふうに感じているところでございます。市のほうもしっかりと防災対策

に努めてまいりたいというふうに思っております。 

 本日は、付託されました案件につきまして慎重に御審議を賜り、全てご賛同いただきますよう

にお願い申し上げ、御挨拶とさせていただきます。 
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 よろしくお願いいたします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 ありがとうございました。 

 傍聴者はおみえですか。 

議事調査課係長（鈴木 栄治君） 

 一般傍聴人の方はおみえになりません。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 当委員会に付託された所管は、建設部と教育委員会の各所管です。審議日程といたしまして、

本日、建設部の審査をしていただきまして、明日、教育委員会の審査をしていただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 異議なしと認め、そのように進めさせていただきます。 

 なお、発議第４号の意見書（案）についても、当委員会に付託されておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 それでは、最初に、認定第１号 令和元年度清須市一般会計決算認定について、所管ごとに歳

入歳出続けてご説明をお願いいたします。 

 前田課長。 

新清洲駅周辺まちづくり課長（前田 敬春君） 

 新清洲駅周辺まちづくり課長の前田でございます。よろしくお願いいたします。 

 令和元年度清須市歳入歳出決算の建設部所管分の歳入についてご説明させていただきます。 

 決算書の１８ページ、１９ページをお開きください。 

 １３款使用料及び手数料、１項使用料、１枚はねていただきまして、２０ページ、２１ページ

をお開きください。６目土木使用料、予算現額計６千２０３万９千円、収入済額６千７万８千８

２２円、１節道路橋梁使用料、２節都市計画使用料でございます。主なものといたしまして、水

の交流ステーション使用料６６万１００円でございます。 

 続いて、２項手数料、１枚はねていただきまして、２２ページ、２３ページをお開きください。

３目土木手数料、予算現額計９２万１千円、収入済額７５万８千６００円、１節土木管理手数料、

２節都市計画手数料でございます。 
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 続きまして、１４款国庫支出金、２項国庫補助金、１枚はねていただきまして、２４、２５ペ

ージをお開きください。５目土木費国庫補助金、予算現額計６億４千９５９万１千円、収入済額

４億４千７９４万２千円、収入未済額２億１６４万９千円、１節道路橋梁費補助金、２節河川費

補助金でございます。 

 ３節都市計画費補助金のうち建設部所管分につきましては、社会資本整備総合交付金の都市再

生区画整理事業１千６００万円、同じく、市街地整備事業２億１千８４８万７千円、同じく、道

路事業５千１４９万９千円、同じく、都市公園等事業１千１００万円、市街地整備事業の繰越事

業費充当財源で６千２８６万１千円でございます。 

 １枚はねていただきまして、２６、２７ページをお開きください。 

 １５款県支出金、１項県負担金、３目土木費県負担金、予算現額計４４５万円、収入済額４４

５万円でございます。１節土地区画整理費負担金でございます。 

 次に、同じく、２項県補助金、１枚はねていただきまして、２８、２９ページをお開きくださ

い。４目農林水産業費県補助金、予算現額計２千４００万１千円、収入済額２千２９７万４千２

５０円、１節農業費補助金のうち建設部所管分につきましては、単独土地改良事業補助金１千８

１万７千円、緊急農地防災事業補助金６３９万９千円、多面的機能支払事業補助金１９５万４千

２５０円、排水機維持管理事業補助金１８１万９千円でございます。 

 次に、同じく、６目土木費県補助金、予算現額計６千１６４万３千円、収入済額６千１８３万

７６２円、１節道路橋梁費補助金、２節都市計画費補助金、３節土木管理費補助金でございます。 

 ２節都市計画費補助金のうち建設部所管分につきましては、あいち森と緑づくり都市緑化推進

事業交付金２９９万２千円、市町村土木事業費補助金（街路事業）２千５５０万円、同じく、市

町村土木事業費補助金（公園事業）１千１１０万円、民間ブロック塀除却費補助金１８万円でご

ざいます。 

 １枚はねていただきまして、３０、３１ページをお開きください。 

 ３項県委託金、４目土木費委託金、予算現額計４８万円、収入済額５３万４千９０６円、１節

都市計画費委託金でございます。 

 続きまして、２枚はねていただきまして、３４、３５ページをお開きください。 

 ２０款諸収入、５項雑入、２目雑入、予算現額計５億４千１８２万６千円、収入済額５億１千

５５４万９千８９９円、収入未済額１千３６１万４千１２６円。 

 ２枚はねていただきまして、３８、３９ページをお開きください。５節農林水産業費雑入のう
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ち建設部所管分につきましては、土地改良施設維持管理適正化事業交付金１千３５０万円でござ

います。同じく、７節土木費雑入でございます。主なものといたしましては、愛知県施行水場川

改修事業関連用地補償金１千５６７万６千９５８円でございます。次に、同じく、８節消防費雑

入でございます。建設部所管分といたしましては、庄内川水防センター光熱水費負担金５６万１

千１８円でございます。 

 続きまして、２１款市債、１項市債、２目土木債、予算現額計９億７千４５０万円、収入済額

６億７千４５０万円、収入未済額２億９千９００万円、１節道路橋梁債、２節河川債、３節都市

計画債でございます。主なものといたしましては、新清洲駅北土地区画整理事業債２億６千万円

でございます。 

 以上が、建設部所管分の歳入でございます。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 土木課長の飯田です。よろしくお願いします。 

 続きまして、建設部所管の歳出について説明申し上げます。 

 決算書６８ページ、６９ページをお開きください。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１枚はねていただきまして、７０ページ、７１ページをお開き

ください。３目環境衛生費、予算現額６億４千７７５万５千円、支出済額４億４千２２１万７千

２６７円、繰越明許費２億２０８万１千円、不用額３４５万６千７３３円、９節旅費から２２節

補償、補填及び賠償金でございます。建設部所管につきましては、市道西牧新田１１２号線等整

備費１億７千５０６万８千円、市道野田町１号線等整備費９６６万７千円、市道五条川２号線等

整備費９９０万円、市道朝日貝塚東線等整備費１千９９５万５千１６０円でございます。 

 １枚はねていただきまして、７２ページ、７３ページをお開きください。 

 ３項上水道費、１目上水道費、予算現額３３８万２千円、支出済額３３８万２千円、１９節負

担金、補助及び交付金でございます。主なものといたしましては、名古屋市上下水道局水源施設

負担金３０４万２千円でございます。 

 続きまして、６款農林水産業費、１項農業費、１枚はねていただきまして、７４ページ、７５

ページをお開きください。４目農地費、予算現額１億１千３０９万４千円、支出済額１億１千１

７４万５千７９１円、不用額１３４万８千２０９円、８節報償費から１９節負担金、補助及び交

付金まででございます。主なものといたしましては、土地改良費５千７１８万３千２９６円でご

ざいます。 
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 続きまして、７８ページ、７９ページをお開きください。 

 ８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、予算現額１億１千３３８万円、支出済額１億

１千２０１万３千８５３円、不用額１３６万６千１４７円、２節給料から１９節負担金、補助及

び交付金まででございます。主なものといたしましては、繰越明許費繰越事業、地籍調査費７２

６万円でございます。 

 続きまして、２項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費、予算現額１千９１９万円、支出済額１千

８９９万３千６０円、不用額１９万６千９４０円、１２節役務費から１９節負担金、補助及び交

付金までで、道路橋梁事務費でございます。 

 ２目道路維持費、予算現額３億８５７万円、支出済額３億５７６万４千３１６円、不用額２８

０万５千６８４円、１１節需用費から１枚はねていただきまして、８０ページ、８１ページをお

開きください。１６節原材料費まででございます。戻っていただきまして、主なものといたしま

しては、道路維持補修費１億９千６２８万５千７１０円でございます。 

 また、１枚はねていただきまして、８０ページ、８１ページをお開きください。 

 ３目道路新設改良費、予算現額５千９２８万１千円、支出済額５千８８８万６千５８円、不用

額３９万４千９４２円、１１節需用費から２２節補償、補填及び賠償金まででございます。主な

ものといたしましては、市道西田中蓮池線等整備費４千３２０万９千１００円でございます。 

 ４目橋梁維持費、予算現額５千１０万８千円、支出済額４千９０６万９千４８８円、不用額１

０３万８千５１２円、１３節委託料から１５節工事請負費でございます。主なものといたしまし

ては、橋梁維持補修費３千６０９万８千３４０円でございます。 

 ５目橋梁新設改良費、予算現額２億２千２４万４千８００円、支出済額１億２１６万２千８０

０円、繰越明許費１億１千８０５万８千４３５円、不用額２万３千５６５円、１３節委託料でご

ざいます。主なものといたしましては、船杁橋整備費５千２００万円でございます。 

 ３項河川費、１目河川総務費、予算現額２億７千３６２万８千円、支出済額２億７千３５５万

１千７９８円、不用額７万６千２０２円、１１節需用費から１９節負担金、補助及び交付金まで

でございます。主なものといたしましては、雨水貯留施設整備費２億６千１４１万８千３００円

でございます。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 引き続き、都市計画課から説明させていただきます。 

 同じく、４項都市計画費、１目都市計画総務費、予算現額１億６千６４２万９千円、支出済額
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１億６千５３６万３千９０４円、不用額１０６万５千９６円、１節報酬から１枚はねていただき

まして、８２ページ、８３ページをお開きください。１９節負担金、補助及び交付金まででござ

います。建設部所管につきましては、前ページになりますが、都市計画費の２２４万３千８３６

円、都市計画基本計画費の６５６万７千円、もう一度８２、８３ページのほうになりますが、民

間ブロック塀等撤去費７２万２千円、小規模雨水貯留施設費２万６千６００円及び都市緑化推進

費２９９万２千円でございます。 

 ２目土地区画整理費、予算現額１１億８千７０万９千円、支出済額９億５千７２万５千６８５

円、繰越明許費２億２千５０８万１千２６２円、不用額４９０万２千５３円、１節報酬から２２

節補償、補填及び賠償金までで、主なものといたしましては、清洲駅前土地区画整理費のうち土

地区画整理事業補助金で４千８００万円と新清洲駅北土地区画整理費のうち土地区画整理事業費

で７億１千２４万７千７３８円でございます。 

 ３目街路事業費、予算現額７千９１５万円、支出済額７千８７１万３千１０円、不用額４３万

６千９９０円、１１節需用費から２２節補償、補填及び賠償金まででございます。主なものとい

たしましては、清須新川線整備費５千７４９万２千６６４円でございます。 

 ４目鉄道高架費、予算現額４億２千２４８万４千３６０円、支出済額１億１千６３８万９千１

５８円、繰越明許費２億９千７８３万１４６円、不用額８２６万５千５６円、９節旅費から２２

節補償、補填及び賠償金まででございます。主なものといたしましては、西市場廻間線等整備費

７千４０３万２千５４３円でございます。 

 ５目公共下水道費、予算現額１６億９３５万１千円、支出済額１６億９００万１千１７９円、

不用額３４万９千８２１円、１枚はねていただきまして、８４ページ、８５ページをお開きくだ

さい。１１節需用費から２４節投資及び出資金まででございます。主なものといたしましては、

公共下水道事業出資金８億２千８５０万７千円及び公共下水道事業雨水処理負担金４億７千２８

０万円でございます。 

 ６目都市下水路費、予算現額３千４９万３千円、支出済額３千４２万３千９８２円、不用額６

万９千１８円、１１節需用費から１５節工事請負費まででございます。主なものといたしまして

は、都市下水路等整備費１千８０７万３千円でございます。 

 ７目公園費、予算現額１億９千６１３万９千円、支出済額１億９千４０６万１千３３２円、不

用額２０７万７千６６８円、１１節需用費から１５節工事請負費まででございます。 

 主なものといたしましては、都市公園管理費９千４７４万６千３７１円でございます。 
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 ９款消防費、１項消防費、１枚はねていただきまして、８６、８７ページをお開きください。

４目防災対策費、予算現額８千９１４万８千円、支出済額７千８９１万９千３５５円、不用額１

千２２万８千６４５円、１節報酬から１９節負担金、補助及び交付金まででございます。建設部

所管といたしましては、庄内川水防センター費３９４万４千９６８円でございます。 

 以上、建設部所管の歳出でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 ただいまから審議に入るわけですが、質疑者、あるいは答弁者は必ず挙手をしていただき、指

名の後、名前を名のってから、質疑、あるいは答弁に入っていただきますようよろしくお願いい

たします。 

 なお、質疑についてはページごとに行います。 

 それでは、まず、歳入。 

 １８、１９ページ。よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 続いて、２０、２１ページ。 

 高橋委員。 

高橋 哲生委員 

 高橋です。 

 土木使用料の道路占用料なんですけど、これは前年度に比べ１．２倍ぐらいになっているんで

すけど、これについてご説明をお願いします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 土木課長の飯田です。よろしくお願いします。 

 平成３１年４月１日付で料金の改定を行いましたので、それに伴う増額でございます。 

 以上でございます。 

高橋 哲生委員 

 分かりました。結構です。 

 もう１点、都市公園の使用料なんですけど、これは３月の予算のときに都市公園の貸出しとか
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を啓発したらどうだというようなことを私、お話しさせていただいたと思うんですけど、その際

に庄内川の河川敷等、広大な空間があるので、そちらも啓発したらという話をさせていただきま

した。その中で答弁の中で、ホームページ等で工夫して啓発していくというような答弁があった

と思いますけど、これはどういうふうに進捗されたのか、お願いします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 長谷川課長。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 都市計画課長、長谷川です。 

 ３月にお話をさせていただいてから、コロナの関係で、公園の利用を少し遠慮というか自粛し

てほしいという話の中で、今、何も行ってない状況でございます。実際に草刈り等も十分に行わ

れている状況ではないため、今後、コロナが終息して利用できるようになればＰＲのほうは考え

ていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 高橋委員。 

高橋 哲生委員 

 コロナということなんですけど、コロナの終息と言われたんですけど、なかなか大きなイベン

トはということは言いにくいことかもしれませんけど、終息というのも、いつ終息するかも分か

りませんし、こういったコロナの間にいろいろなことができることがあると思うんで、そういっ

た時間も利用して進めていただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 続いて、２２、２３ページ。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 加藤です。土木手数料をお聞きします。 

 ここで、屋外広告物許可手数料がありますが、７５万７千２００円、手数料はいろいろあると

思いますが、申請件数というのはどれぐらいなんですか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 
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 長谷川課長。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 都市計画課、長谷川です。 

 昨年度の申請件数は４２件でございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 許可地域等で屋外広告物を設置する場合は、許可の基準に適合した屋外広告物の設置許可を市

に受ける必要があるわけですけれども、愛知県が特に屋外広告に対して平成２９年度に条例及び

規則の改正を行って、特に安全点検の義務化というところが出てきたわけですけれども、これは

３０年度からやられておるものがあるわけです。設置管理している方は広告物の劣化・損傷の状

況を点検しなければならないとか、許可更新時に点検報告書等の様式を改正して出していくとい

うようなことになっておりますけれども、安全点検が義務化されたことによって行政等の確認事

項等も仕事としては増えとるわけですか。これはどうなんですか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 長谷川課長。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 特に点検のほうは県の方と毎年行っておりまして、それ以上に増えてるということは今のとこ

ろございません。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 台風とか自然災害も非常に増えてきて、安全問題が課題となって条例等も改正されて、点検と

いう項目が起きたわけですけれども、市としてはその辺のことについては何かお考えはあるわけ

でしょうか、お聞きします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 長谷川課長。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 屋外広告の申請につきましては、愛知県の条例に基づいてやっておりまして、基準としては愛
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知県の基準でやっております。手数料は市のほうにいただくということになっておりますので、

申請の勧奨をする際とか更新の手続を行っていただく際に点検等を行っていただくようなＰＲの

ほうはしていきたいと考えております。 

 以上です。 

加藤 光則委員 

 よろしくお願いします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 ２２、２３ページ、よろしいでしょうか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 続いて、２４、２５ページ。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 ２４ページの１４款国庫支出金の２項国庫補助金、５目土木費国庫補助金、３節の都市計画費

補助金についてお聞きします。 

 予算に比べて減額が大きいわけですけれども、これについても御説明をいただきたいと思いま

す。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 前田課長。 

新清洲駅周辺まちづくり課長（前田 敬春君） 

 まちづくり課、前田です。 

 国庫補助金につきましてですけど、まず、まちづくり課所管分の社会資本整備総合交付金、こ

ちらの市街地整備事業でございますけど、国の内示率のほうがうちの要望額に対して７５．４％

の内示率、道路事業、こちらのほうも内示率が全体で５２．３％、国庫のつき状況が悪いという

ことで若干減額になっているということになります。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 
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 今、御説明で、内示率で非常につきが悪かったということを言われたわけですが、特に備考欄

の社会資本整備総合交付金の道路事業の部分、先ほど５２．３％と言われたんですが、２億９千

９４８万２千円が５千１４９万９千円になっておるわけです。額的にはすごく減額されたわけで

すが、このことについてはどういうふうにお考えでしょうか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 前田課長。 

新清洲駅周辺まちづくり課長（前田 敬春君） 

 まちづくり課、前田です。 

 こちらの事業につきましては、県のパッケージ事業でございまして、高架事業の関係の事業費

として交付していただいておるものになるんですけど、全体事業の中で割当てのつきが悪かった

ということで、重点事業ではあるんですけど、今後、つきがよくなるように県とか国のほうには

要望をかけてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 つきが悪かった額の差が非常に大きいもんですから、また後で歳出のところでこの件について

はお聞きしたいわけですが、やはり予算立ててしっかりやっていく必要があると思いますので、

入りの部分は非常に大事だと思いますので、しっかりその辺は精査してやっていただくよう、よ

ろしくお願いします。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 ２４、２５ページ、よろしかったですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 続いて、２６、２７ページ、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 続いて、２８、２９ページ。 
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（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 続いて、３０、３１ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 続きまして、３４、３５ページ、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 歳入最後になります、３８ページ、３９ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 では、続いて、歳出に入ります。 

 歳出の６８、６９ページ、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 ７０、７１ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 続いて、７２、７３ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 ７４、７５ページ、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 続いて、７８、７９ページ。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 ７８ページの１項土木費の１目土木総務費、地籍調査についてお聞きします。 

 地籍調査というのは、地籍調査で作成された地籍図及び地籍簿は、その写しが登記所に送付さ
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れて、登記所において地籍簿を基に土地登記簿が書き改められて地籍図が不動産登記法第１４条

第１項、地図として備え付けられる、こう言われているわけですけれども、一方で、この地籍調

査は、あくまで隣接所有者等立会いの下、境界を確認して調査するもので、市町村が民地と民地

の境界を決めるものではない、こういうことも言われておるわけでございます。 

 この間、地籍調査はずっと進められてきておるわけですが、調査結果を都市計画、農林政策、

税務など、土地の完成する行政分野で活用していくことになると思うわけですが、近年、コンピ

ュータがいろいろ技術が進歩して、そういう利活用が行われていると思うわけですが、本市でも

この調査をすることによって、農林や税務や都市計画というところでの共有をこの調査結果とい

うのは図られとるわけでしょうか、お聞きします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 答弁。 

土木課課長補佐（瀬尾 光君） 

 土木課課長補佐、瀬尾です。 

 税務課においては、登記した後、そのデータを税務課のほうに移しております。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 そうすると、民地と民地の境界を決めるものではないということも一方ではあるわけですが、

地籍簿になるわけであります。その辺はどういうふうに理解していったらいいのかということを

お聞きします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 瀬尾課長補佐。 

土木課課長補佐（瀬尾 光君） 

 瀬尾です。 

 地籍簿につきましては、土木課のほうで保存してありますので、住民の方が見たい、その土地

の所有者の方が見たいというときには閲覧をしていただいております。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 
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 民地と民地の協会を一方では決めるものではない。きちっと立会いしてやれればいいわけです

けど、その辺でのトラブルというか、いろいろ見れるもんだから、何か弊害になるようなことは

今までは起きてないですか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 瀬尾課長補佐。 

土木課課長補佐（瀬尾 光君） 

 地籍調査の中で隣の方と隣の方のトラブルに発展するような大きな出来事はありません。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 それから、調査については前もお聞きしたわけでありますが、平成３０年度の年末時点で全国

的な調査が５２％。しかし、愛知県が１３％、清須市は今、一生懸命やられとるわけですけれど

も、今、見ると８％ということが載っておりました。この地籍調査の事業というのは、国・県・

市が負担して、住民の方の費用負担はないわけですけれども、市町村が地籍調査の実施主体であ

る場合は、経費の約２分の１を国が、４分の１を県が、残り４分の１を市町村が負担する、こう

書かれているわけですけれども、また、都道府県が主体である場合は経費の２分の１が国が、残

りの２分の１が都道府県が負担すると。実施主体が土地改良区や土地区画整理組合である場合は

経費の３分の２を国が、６分の１を県が、その６分の１を実施主体が負担する、こういうことで、

負担割合もその調査によっていろいろ変わってくるということらしいですけれども、本市の地籍

調査の進め方はどういうふうに考えられて今、進められているのかお聞きします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 瀬尾課長補佐。 

土木課課長補佐（瀬尾 光君） 

 瀬尾です。 

 まず、御地元からの要望をいただいてから地籍調査とは何かということを説明会をいたします。

そして、皆様が御協力いただけるような形であれば、その地区を地籍調査の地区として県に申請

しております。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 
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加藤 光則委員 

 それで、全国的に比べて愛知が低くて、清須は今、頑張ってやられておるわけですが、この地

籍調査状況マップ、これを見ると、今、春日のほうが中心で行われておるわけであります。それ

で、繰越明許にも蓮花寺地区が載っておったわけですが、財源問題もあるわけですけれども、今、

御地元からということも言われたわけですけれども、今後の進め方としては、今、御地元からだ

けで、行政からやっていこうというところは今のところ考えられてないのかお聞きします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 土木課の飯田でございます。 

 まず、地籍調査を実施するにあたり、地元の地権者さんたちの熱意がないとどうしてもこの事

業というのは進められないというような状況ですので、あくまで御地元の方が、よし、やるぞと

いうような、そういった意志がある場合に限り、うちのほうも積極的にお手伝いをしていきたい

と考えております。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 いろいろ都市計画や税務など土地に関することで調査することによって、曖昧だった部分がい

ろいろ分かってくるわけであります。本市の場合は、今、区画整理をやられたり、下水の工事を

やられたり、いろいろな形で、ある意味、同時に進めていくほうがいいかなと思うようなことが

多いと思うわけですけれども、あくまで今のところは御地元からのということの政策的な考えだ

ということで理解しておきます。分かりました。ぜひ、これも進めていっていただきたいと思い

ます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 林です。 

 道路維持費のところで２点ほどお聞きしたいと思います。 
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 まず、１点目は、鉄道駅自由通路維持管理費のところなんですが、青い本の２２７ページのと

ころですけれども、これは確認なんですけれども、前年度と比べまして光熱水費がかなり下がり、

委託料が上がっていると。本年度の予算ではまた光熱水費が上がって、委託料が割とそのままと

いう、この辺の金額の推移というか、違いというのはどのような内容でしょうか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 土木課長の飯田でございます。 

 まず、光熱水費につきましては、どうしても自由通路ですので、エレベータ・エスカレータと

かの動きの需用費が増減されるということもございますので、そういったことを含めて修繕費、

その他で増減するという要因が考えられます。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 委託料もそういう関係で変わってくるということでしょうか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 委託料につきましては、まず、自由通路が開通してから長期契約を結んでおりまして、長期契

約が完了したということで、再度、長期経過を結びまして、そのときに料金がどうしても見直さ

れたものですから、その上昇分によって委託料については上昇しております。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 分かりました。 

 もう１点、街路灯費についてお聞きしたいと思います。 

 これは今の青い本の２２９ページにございますけれども、まず、ＬＥＤに替えてリースになっ
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たんですけども、この変更によって電気代が約半分ぐらいになったのかなという認識をしている

んですが、そういうことでよろしいでしょうか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 電気代というか、分析した結果なんですけど、管理費、修繕費、電気代等を含めて総括的に見

るとですね、ＬＥＤ化することによって約６６％、約３分の２になっております。それはリース

代も含めた検討でございます。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 すごく効果があったということでよかったと思います。 

 少しずつ毎年、いろんな地域の要望等で街路灯が増えてきて、この分については市が設置して

ずっと管理していくと分かるんですけれども、今すごく区画整理ですとか、いろいろやっており

まして、かなりの本数がこれから増えてくると思うんですね。そうすると、これについてもどの

ぐらいの単位になるか私は想像がつかないんですが、この１０年のリース契約の改定のときもあ

るかと思うんですけれども、一応、今のお考えとしては、これ以外これから随時増やしていくも

のについては、市のほうで直接管理していくという考え方でよろしいでしょうか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 あくまでリースはその時点での本数で固まっておりますので、それ以後の新設、要するに追加

の街路灯につきましては、市が設置して市が管理していく物件でございます。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 基本の考え方は分かりましたけれども、これから大幅に本数が変わってくるということであれ
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ば、また、ぜひいろいろ管理も含めて見直していっていただきたいと思います。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 下堂薗委員。 

下堂薗 稔委員 

 下堂薗です。 

 今、林委員のお尋ねになった道路維持費の件ですけど、私の居住している阿原地区なんですが、

東海豪雨以降、地盤沈下がかなりひどくて、至るところに陥没しているところがあるんですね。

この委託の中で測量業務及び設計業務とありますけど、そういう地盤沈下の測定とか測量という

のは東海豪雨以降実施されたことはありますか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 地盤沈下を主目的の調査はしてませんけど、管渠、水路等の陥没等で皆さんの通報及びパトロ

ール等で発見した際には調査を行い、原因等を改善していっております。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 下堂薗委員。 

下堂薗 稔委員 

 やはり住民・市民の方々が安心して安全で生活を行っていく上にも、家の扉が開かなくなった

とか、トイレが傾いて排水がうまくいかないとかいう話を多々聞いておりますので、もう少し市

民目線で立ち会っていただきたいと思いますけど、よろしくお願いします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 その上の道路橋梁費、１目道路橋梁総務費１千８９９万３千６０円でありますが、この中身を

伺いたいと思います。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 
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土木課長（飯田 英晴君） 

 道路橋梁事務費につきましては、まず、道路賠償保険、そして道路等工事を行った場合に、道

路台帳の更新作業等が主な内容でございます。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 今年度の予算からすると少し変わってきておるわけですけれども、例えば、道路橋の定期点検

支援業務というのがあるわけですけれども、その辺での予算と決算との差異というのはどの辺が

主に出てくるんですか。道路点検支援業務、これは随契で大体額は決まってくると思いますが、

これもここに入るわけですよね。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 今の点検業務につきましては、８０ページ、８１ページの４目橋梁維持費の中の橋梁点検費で

計上させていただいておりまして、あくまで一昨年度１千万円から１千８００万円ということで

８００万円ほどの増額があるんですけど、こちらにつきましては、開かずの踏切対策ということ

で、４０分以上開かずの踏切がございまして、その踏切が庄内川の右岸の名鉄本線の踏切が指定

されましたので、その踏切対策の業務として昨年度計上させていただきましたので、８００万円

ほど増額しているのが主な要因でございます。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 今、新たにお聞きしたわけですが、開かずの踏切の対策ということで、４０分ということで、

今、庄内川右岸と言われた、その辺では、あそこは犬山線と両方あるから大変そういう状況かな

と思うわけですが、市内では１か所だけですか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 
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土木課長（飯田 英晴君） 

 市内では今のところ１か所だけです。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 その辺で、今後、国や県、自治体としても開かずの踏切をどうしていくかということを調査し

て次の段階へ行くということで、今、何か具体的に考えられているようなことってあるわけでし

ょうか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 今はまず分析をしまして、それによって今後どういった計画、どういった対策を練っていくか

という計画をつくっている段階でございます。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 分かりました。 

 その下の２目道路維持費のところで、先ほどから皆さんがお聞きになって、私もお聞きしたい

わけですが、道路ストック点検費の事業内容、これは点検を実施した上で修繕計画を策定したと

して、委託料として舗装点検業務として１千３７３万６千８００円の事業費が出ているわけです

けれども、その内容を教えていただきたいと思います。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 道路点検は、昨年度につきましては、１級市道の約１８キロの道路の点検を行っております。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 
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 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 この道路点検業務というのは、毎年、指名競争で行われておるわけですけれども、今、言われ

た１８キロということで、距離によって業務の事業費というのは出てくるわけですか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 距離によって委託料の金額は変わってきます。１級、２級につきましては５年に１回、その他

路線については１０年に１回ということで、そういった指針が決まっておりますので、その指針

にのっとって、できるだけ平準化して点検を行うように心がけております。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 点検の実施には車上から目視、歩いて見るのと機械を用いた点検、いろいろあるわけですけれ

ども、特にまちの中を走っておるとアスファルト舗装のメンテナンス、いろいろ考えていかない

かんなと思うようなことも思うわけであります。特にアスファルトの場合、路面以下の層が破損

しないような管理を目指すということが大事かと思うわけですけれども、そのためには適時修繕

して、修繕間隔を延ばしていくようなことに取り組まなければならないと思うわけです。その意

味で５年、１０年いろいろあるということを言われたわけですけれども、道路維持管理のほうは、

これを見ると清掃業務の委託があるわけですけれども、この委託について、成果報告の２２７ペ

ージに書かれておるわけですけれども、これの内容を伺いたいと思います。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 道路清掃の委託内容につきましては、主にですが、堤防道路の市道の部分の延べ１メートル部

分の草刈り業務、そして歩道等に設置しています街路樹等の剪定及び消毒業務が主な内容でござ

います。 

 以上でございます。 
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建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 そうすると、こっちのほうというのは、草刈りとか樹木ということですね。お聞きしますけれ

ども、そうすると、道路のほうで見ると、先ほど点検もあるわけですが、道路台帳のほかの更新

作業委託、これもまたあったわけですけど、これはどういうことをやられたわけですか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 道路台帳の更新作業というのは、あくまで工事によって道路の形態が変わることによって、道

路台帳を修正する。例えば、路肩に側溝を入れることにより幅員が変更になるというような細か

な地図訂正を行っております。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 それに基づいて道路ストック点検、基になる台帳ですから毎年やられるわけでしょう。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 はい。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 それでお聞きします。 

 道路維持の補修ですね、工事請負費が１千９１８万４千６２１円となっておりますけれども、

点検の結果を踏まえて策定した維持管理計画に基づく修繕工事ということになっておるわけです

けれども、今のところ業者を頼んで点検もあるわけですが、市民の方の通報なんかも今スマホを

使ってやられておるわけですのでいろいろ寄せられておると思うわけですが、新たな方法も加え

られて、予算立てとして市民からの通報も増えて伸びとる傾向になるのかどうなのかということ

をお聞きします。 
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建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 まず、今年度から運用されましたスマホ等で、穴が開いているよという、そういった通報は多

いのは事実でございます。通報によってまず現場作業員に応急処置をしてもらって、その後、経

過を観察しながら、もしそれでも収まらないようであれば、業者とかの対応をとっております。 

 ストックにつきましては、路線での判断ということで、どうしても市民からの通報となります

と、私たちとしては局部的な意味合いもありまして、そういった局部的に直すようなイメージが

ありますし、道路ストック点検によるそういった判定による修繕というのは、路線を基準として

補修を考えております。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 本当に市内もいっぱい道がありますから、どうしても今、課長が言われたように、生活道のほ

うが市民の皆さんはたくさん声は上がると思います。路線のほうも名古屋へ向かっていく基幹道

も多いわけですし、重要な道路もあるわけですけれども、あってはならんことですけど、せんだ

ってのように車に傷がついたというようなことも今後いろいろ市としても対応していかないかん

部分があるかと思うわけですけれども、その辺では新たに対応マニュアルというか、対応の在り

方については土木課としても何か考えられているようなことがあればお聞かせいただきたいと思

います。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 対応マニュアルということまではいきませんが、スマホ等の目撃状況をいただいた際には速や

かに現場のほうの確認を行うとともに、その日でできることはその日でやる。もしくは、その日

でどうしてもできなければ、赤コーンとかバリケードとかで囲うとかということで、できるだけ

未然にそういった事故を防ぐような対処を心がけております。 

 以上でございます。 
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建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 私もいろいろ見ていると、以前に比べてものすごく対応が早いなという気はしています。一生

懸命やられとるなというのはよく分かりますので、本当にあってはならんような事故は未然に防

げるようなところはしっかりやっていただくということをお願いしておきたいと思います。 

 それから、道路と歩道の関係でお聞きしたいわけですけれども、特に幹線道路や何かになると

歩道があるわけです。歩道の平たん部の確保について１つお聞きしたいんですが、歩道面にはや

はり車椅子使用者等の安全な通行を考慮して平たん部分、これを設けないかんわけですけれども、

広く連続して確保していくということが大事なわけですが、何か基準があると思うわけですが、

市としてはどういうふうに対応されておるのかなと。 

 というのはですね、皆さん、車で出入りされるわけですので、民地の乗り入れの部分をどうし

ても歩道を横切るわけですよね。それが歩道として考えた場合、連続性で平たんになってないと

いけないわけですけれども、それぞれの御家庭で乗り上げ部分で勾配をかけられたりすると、歩

道が平たんじゃないんですよね。最近、お年寄りとか車椅子の方が非常に難義をされとる声を聞

くわけですけれども、一応いろいろ決まりで、勾配はどうのこうのとかいろいろあるわけですけ

れども、市としてはどういうふうにその辺は気をつけられておるのかということをお聞きしたい

と思います。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 まず、交差点とかの車道から歩道への乗り入れ部分については、以前、バリアフリー等の対応

で、今までブロックを１段で落とすのを２段で落とすことよって坂を緩くするといった工事を進

めておりました。 

 また、今、議員がおっしゃられるような乗り入れについてですが、フラットの歩道であれば、

今、御指摘のような状況はないんですが、マウンドアップという歩道が１段上がったりしておる

ような部分ですとどうしても車の乗り入れの際は段差ができますので、そういった場合はできる

限り民地側から少しでもフラット部分をキープしていただいて、車道に向けて下げていただくよ

うに指導は行っておるのが現状でございます。 
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 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 その状況状況によって歩道の広さもありますし、民地との関係もあるわけですけど、一応、基

準みたいなのはあるんですが、決まりがあって確認されて歩道を舗装されておるのか、その辺ど

うでしょうか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 まず、道路管理基準というのがございますので、それに基づいて市のほうとしては指導を行っ

ているんですが、どうしても現場現場でその基準に合わない部分というのがありますので、そう

いったときはケース・バイ・ケースですね、指導及び協力を求めて、できる限りフラットな部分

を維持するように心がけております。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 また、改めて個別の部分でお話をしたいと思いますけども、道路は大体まっすぐに平たんにい

っとるんですよ。歩道の部分になると道路から民地に真っすぐになっとるんです。それで、歩道

をずっと見ると凸凹なんですよね。だから、車椅子とか手押し車とか、いろいろ高齢者の方々が

歩いておる姿を見ると、歩道は波うっとるから歩道よりも道路へ行ったほうがいいということを

聞かれますので、その辺も今後やはり整備していく上で、一度新たに目線を変えて見ていただい

て、優しい歩道づくりを進めていただきたいということをお願いしておきます。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 ８０、８１ページに行く前に１５分間の休憩を取りたいと思いますので、１０時５０分に再開

ということで休憩に入りますので、よろしくお願いします。 

（ 時に午前１０時３８分 休憩 ） 
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（ 時に午前１０時５０分 再開 ） 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 休憩前に続きまして審議を行いたいと思います。 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 土木課長の飯田です。 

 先ほど街路灯について御質問をいただいたときの発言で訂正させていただきたいんですけど、

区画整理地内、今、事業中の場合は、区画整理の事業者にあくまで原則設置していただく。道路

を移管された後は市のほうで設置するということで、すみません、説明が足りなかったものです

から、今、訂正させていただきます。 

 すみません、ありがとうございました。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 では、続きまして、８０、８１ページ。 

 林委員。 

林 真子委員 

 林です。 

 では、橋梁維持費の件でお聞きしたいと思います。 

 先ほど加藤委員のほうからもありましたけれども、青いほうの２３１ページのところにござい

ますけれども、まずは、これを見ますと、令和元年度は野田町橋の設計、そして蓮花寺橋の工事、

そして本年度は北野橋の設計で野田町橋の耐震補修ということで計画的に進められていると思う

んですが、まず、橋梁の長寿命化修繕計画というのが持たれていて、それに基づいてやられてい

ると思うんですが、この件で何点か確認をさせていただきます。 

 まず、市の管理している橋梁の数をお聞かせください。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 土木課長の飯田でございます。 

 まず、市が管理している橋梁は６１橋なんですけど、現在、白弓橋が整備中ということで、実

質は６０橋の管理でございます。 
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 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 ６０橋とかなりの数、大小様々いろいろあると思うんですけども、その中で、点検を順番にさ

れていて、ばらつきはあると思うんですが、一番直近の点検の中で、例えば、すぐにこれは補修

しなければいけないとか、危険だという橋、それから緊急度はないけれども、修繕が必要な橋と

いうのはこの中でどのぐらいありますでしょうか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 まず、緊急度が高い橋梁というものは、点検結果ではございませんでした。 

 ただし、予防的に補修したほうがいいという、そういった点検結果が出ている橋梁につきまし

ては１０橋ほどあります。その１０橋の中の橋梁を計画的に補修をしているというのが今の現状

でございます。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 これは予防保全というか、道路も同じなんですけど、そういう中で計画を立てていただいて、

コストも平準化しながらということで、とてもいいことだと思うんですけども、今、私、令和２

年の北野橋と野田町橋もお話ししたんですけども、それ以降の計画があればお聞かせください。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 北野橋の後は新川小橋の補強工事を今、考えております。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 林委員。 
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林 真子委員 

 ずっとやっていただいて非常に期待しているところなんですけれども、その中で、この修繕計

画では定期点検をされて、それで日常点検をされて、それで今、補修なり整備を耐震化でされる

ということなんですが、それぞれどなたがそれをされているのかお聞かせください。定期点検、

それから日常の点検、補修についてはもちろん発注されるわけですけど、その辺、お聞かせくだ

さい。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 定期点検につきましては、愛知県の都市整備協会のほうに委託でお願いしております。また、

日常点検につきましては、職員のパトロールによる簡易点検を行っております。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 それで定期点検の結果と日常点検の結果というのは、ある程度リンクさせるというか、そこが

必要だと思うんですが、日常的に職員さんが点検をされる中で多少のひび割れですとか、はげて

るとか、いろいろなことがあったときに、すぐに今の県のほうと連携を取れるようになっている

んでしょうか、最初に計画を点検されたところと。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 日常点検で発見するような項目としては、舗装の剥がれとかさび及びコンクリートの角が剥離

しとるよとかいう簡易的な発見が主ですので、そういったものが随時補修等をやっておりますの

で、また、定期点検でそういった指摘がある場合は、大規模な修繕ということでやっております

ので、規模が違うという面があるんですけど、小規模についてはその都度直せるように心がけて

おります。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 林委員。 
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林 真子委員 

 私、この質問をさせていただいたのは、道路もそうなんですけども、橋の安全性てすごく大事

で、今の点検結果とか修繕計画の中でも、人間でいうと高齢な５０歳以上の橋が幾つかあるわけ

です。そうした中で、日常の点検の中にもしっかりと見るべきところを見ていただきながら、よ

り事前にひどくなる前にということが必要だと思いますので、そういった意味では職員さんたち

の日頃の点検でノウハウというかスキルを磨いていただくわけですけれども、非常に日常の点検

て大事になりますので、その辺を課題として、自治体によっては点検から全部民間に委託してい

るところもありますし、逆にもっと連携を深めて、最初に県が点検するわけですので、日常にも

連携を取りながらという動きも出てきているんですけれども、その辺、職員は異動もありますし、

これだけの橋を日常的に管理していくのは大変だと思うんですけども、今後の考え方として、そ

の辺、課題としてどうでしょうか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 日常点検ですと、６０橋ほど現在ございますので、そういったことで委託とかをかけると費用

の面もございます。また、議員がおっしゃられるように、専門の方に頼んだほうが、より見落と

しがないという御指摘もごもっともだと思っております。そういったことで、研修とかあれば積

極的に職員が参加して、少しでも知識を高めていただくように努力しているのが現状でございま

す。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 ぜひ、日常の点検の中で気づいたことをストックはされておると思うんですけども、これはし

っかりと記録として残していただきながら、大事な橋ですので、安全を確保するためにこの計画

に基づいて今後とも頑張っていただきたいと思います。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 
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加藤 光則委員 

 ３目道路改良費、お聞きします。 

 市道の西田中蓮池線の覆蓋ですね、歩道の設置、これは当初５千万円だったのが４千３２０万

９千１００円ということになってます。それから、もう１つは水場川の改修工事に伴う既存の市

道の移設、用地購入が当初２千２８０万円だったけども、１千４４４万１千６５９円、これは減

額されとるわけですが、この中身について、予算に対してどういうことなのか説明いただきたい

と思います。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 まず、西田中蓮池線につきましては、こちらは県からの補助金によって整備を行っております。

昨年度につきましては、補助金等の減額に伴いまして事業の精査をさせていただき、減額させて

いただいております。 

 また、市道流新田１号線のほうにつきましては、うちのほうで公有財産を購入するということ

で予算は組まさせていただいておるんですけど、１００％愛知県からの補償金が頂けるシステム

になっておりまして、愛知県の予算に合わせてうちのほうが減額をしたものでございます。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 県の予算の中で精査してこうなったという理解ですけれども、例えば、西田中のところだと歩

道の設置ですので、当初これだけでいいふうにしようと思ったけど、県の精査によりこうなった

ということで、地元の人たちが期待しておるような歩道になっておらんといかんわけですけれど

も、予算に対しての事業を行ったということですけれども、その辺では問題ないわけですね。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 整備規模としましては同じ規模で行っておりますので、次年度に延ばせれるような工事とかは

選んで、次年度引き続き行うとかの調整をして、できる限り同じような、同じような整備で行っ
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ておるのが現状でございます。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 しっかりその辺はやっていただきたいと思います。 

 それから、４目橋梁維持費のところでお聞きします。 

 橋梁点検費の委託料が１千２７０万７千６９８円ということになっています。先ほど林委員の

ほうからも質問があったわけですが、橋梁の点検ですね、委託料になっとるから契約はどういう

ふうになっておるかなと思ったら、県の都市整備協会だということで、そうすると、この委託と

いうのは契約はどういうふうになるわけですか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 愛知県の都市整備協会とはですね、協定書に基づいて締結して事業のほうを業務委託しており

ます。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 そうすると、普通の事業についてはいろいろ随意契約なり契約実務があるわけですけれども、

市内の６０橋については全部こことの協定でやっていくんだと。毎年この額の委託が大体必要に

なってくるんだという認識でよろしいでしょうか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 そうですね、できるだけ平準化して、その年度年度での協定を結んでおるというのが今の現状

でございます。 

 以上です。 
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建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 そうすると年度年度の協定ですか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 そうです。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 分かりました。年度年度に委託料の額を決めてやられると。その中での協定ですので、愛知県

全体でやられとると思うわけですけれども、協定の中の規則とか、そういうのは決まっておるわ

けですか、大体これぐらいの橋だとこれだけの委託だよとか、これぐらいの距離でいくのかどう

なのかということなんですが。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 愛知県のほうでそういった統一単価、統一歩掛かり等を設けておりますので、県内においては

同一な単価になるようになっております。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 それでは、その下の橋の続きで、橋梁新設改良費のことでお聞きします。 

 県が実施している開始に伴う整備計画に基づいてこの工事が行われてきたわけですけれども、

例えば、整備の中身を見ると橋梁の改修費ですね、当初は船入と白弓橋で１億８千万円だったわ

けですけれども、いろいろな事情があって工期が変わってきた部分があって、橋の上物とか下物

とかいろいろ予算がされたわけですけれども、結局、船杁橋はようやく立派なものになったんで
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すけれども、当初予算が１億６千万円だったわけなんですが、結局、繰越明許とかいろいろやら

れて、船杁橋架け替えについては額的には幾らになったんですか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 船杁橋につきましては、概ね８億４千万円ほどの建設費用がかかりました。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 その財源の内訳みたいなのはどういうふうになるんでしょうか。ざっと分かる範囲でいいです。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 まず、一番最初に国庫補助金のほうを充てることを心がけておりまして、どうしても国庫補助

金の要望額に満たない場合は財政当局と御相談させていただいて、起債を張っていただく。そし

て、最後、一般財源等を用意していただくというような順番で行っております。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 そうすると、ざっと８億４千万円かかったと。当初の見込額と、それからうちの持ち出し額と

の関係で、もう少し中身についてお聞きしたいと思います。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 まず、国費につきましては、５５％が上限になっておるんですが、要望額５５％で上げさせて

いただいているんですが、ほぼ満額ついてないというのが現状でございます。そういったときに

起債を用意していただいておりますので、詳しい内訳は申し訳ないんですけど、今の手持ち資料
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では把握しておりません。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 後からまた資料で教えていただきたいなと思いますので、委員長、よろしくお願いします。 

 続きで、３項河川費、１目河川総務費、雨水貯留施設整備費についてお聞きしたいと思います。 

 まず、管理費４５６万円についてお聞きしますけれども、これは保守点検業務委託のことなの

かどうなのかお聞きします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 半分以上の費用の割合としまして保守点検、清掃業務があります。それプラス電気代等が含ま

れております。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 １つはですね、今、雨水貯留施設を見ると、オープン調整池と、それから地下貯留といろいろ

あるわけですけれども、この辺のところの業務の中身というのはどういうふうになっているんで

しょうか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 今回、雨水貯留施設管理費で計上させていただいているのが、主にポンプアップして排水しな

ければならない施設を中心に業務委託を行っておりますので、そういったグラウンド貯留とかの

場合ですと、桝の堰を開けたり閉めたりということで、そういったものは職員のほうでやったり

しておりますので、電気設備等を中心に委託のほうは行っております。 

 以上です。 
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建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 そうすると、委託もそれぞれの場所ごとに行っておるんでしょうか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 それぞれではなくて、地区とかそういった感じで、近いところは一緒に見ていただくとかとい

うような方法をとっております。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 最近、非常に集中的な豪雨が発生しておりますので、保守点検業務というのは非常に大事にな

ってくると思うんですよね。例えば、一昨日起きたような雨が降ったらすぐ見に行くのか、それ

から年間何回とか、どういうふうになっておるんでしょうか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 まず、月曜日のようなゲリラ豪雨が起きた後は、雨が収まったあとに雨水のたまり具合を調査

しまして、水路のほうの水位が安定しておればポンプをつけてかい出すようにして、できるだけ

空にするような心がけをしております。 

 また、点検につきましては、どうしても雨季に合わせて電気設備が正常に動いているのか、ま

た、機械設備が動くのかという点検を行っておりますので、あくまで日常点検でとにかく雨水貯

留を空にするというのは職員で行っておるのが現状でございます。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 
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 そうすると、本当に連日のように降ってということで、一昨日も私、土田の区画整理のところ

の貯留池を見に行ったら、本当に一瞬にしていっぱいになった福田川がパンパン状態というよう

な状況だったんですけれども、その辺で道路冠水もするし、職員の皆さんといっても、本当に清

須はそこら中、走り回らないかんような実態なんですけど、体制は大丈夫なんでしょうか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 まず、雨水貯留というのはあくまで雨が収まってからの点検ということで、実際のところは雨

が降ってるときに雨水貯留施設の点検はしません。道路冠水とかが起きとる場合に樋門・堰とが

開いとるのか、閉まっていればそれを開けることによって軽減できるのか、そういったパトロー

ルは職員が手分けして回っておりますし、警報等が発令された場合には、状況によっては非常配

備班を配置する等をしていただいておりますので、そういった感じでその都度その都度、パトロ

ール等は行っているというのが現状でございます。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 収まってからということだったんですけど、１日のうちでも、一昨日なんかを見ると、午前中

降ったと思ったら夜中に降ったりとか、収まってまた次が来るという、今まで考えられない、経

験したことのないようなスコールのような降り方をするわけですよね。市民の皆さんとしては、

自分の目の前が冠水したらどうなっとるんだと。 

 一昨日、土木の前を通ったら、飯田課長が一生懸命電話対応されとるような様子も見たんです

けれども、本当に大変な最近の降り様なんですよね。やはり市民の方にとっては何でだというこ

とになると、この間の福田川がパンパンの場合は流れるところがないから冠水するんですよね。

だから、ためて流すようにしないかんのだけど、そのためるところがどうなっておるかというこ

とが、どういう状況なのかつかんでいくということも必要になってくると思いますけれども、そ

の辺、モニターを見てやって見えるんですか。今はもう日光川が駄目だで、福田川もいっぱいに

なったし、貯留施設もだんだんいっぱいだから、そろそろ冠水だとか、そういうリアルタイムな

状況把握と起動体制ですね、どういうふうに今やられておるのかお聞きします。 
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建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 まず、そういった川の河川水位等はインターネットで確認できるんですけど、うちのほうの貯

留施設につきましては、どうしても現地の確認等になるのが現状です。 

 そこで、職員としてはまず排水路が本当にパンパンかどうかという、そちらのほうを優先して

確認させていただいておりまして、確かに、委員おっしゃるように、月曜日は福田川はパンパン、

福田第２排水路パンパンということで、本当に福田川の水を早く流してもらわないと第２排水路

も流れないという状況は私も確認しております。そういったことで、市内のほうで、そちらのほ

うの土田とか、新清洲のほうではあまり水門等は見られないんですけども、ほかの地区ですと水

門の開け忘れとか、そういったものを発見次第、開けることによって道路冠水の軽減を図る等の

パトロールをして、何とか減災のほうに取り組んでいるという状況でございます。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 これはやってもやり過ぎということはないぐらいやらないかん課題なんですけど、何せ今は流

すところがパンパンということだと、ためないかんということになってくるんですよね。そこの

ところを考えていかないかんわけですけれども、新川流域水害対策計画、４７計画の河川分によ

り雨水貯留施設全体で２万３３０立米ですか、実施するために事業が行われているということな

んですけれども、これまで１万７千８３０立方メートル実施されて、清洲、また新清洲駅北のと

ころで今、整備されておりますけれども、今どれぐらいの状況なんでしょうか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 まず、新川流域につきましては、新川中学校が昨年度完成したことにより１００％の貯留量を

達成しているのが現状でございます。 

 また、新清洲駅につきましては、日光川流域ということで、福田川のほうに流れるということ

で、４７計画には含まれてない貯留施設でございます。 
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 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 前田課長。 

新清洲駅周辺まちづくり課長（前田 敬春君） 

 新清洲駅北土地区画整理事業で今、整備している調整池につきましては、今の現況ですけど、

掘削、基礎部分工事のほうが終わりまして、今後、構造物を設置していくような工事になります。

全体計画容量につきましては１千４２０立米をためる今のところの計画でございますので、一応、

今年度工事で完了予定ではございます。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 新川流域と日光川流域があって、なかなか市民の方は分かりづらいし、みんな目の前の五条川

に流れるという認識の方も多いんですよね。この水の問題というのは本当に脅威の問題ですので、

流せなためるしかないという状況もありますので、しっかりこれは行っていただきたいと思いま

す。 

 その上で、昨年、雨水貯留施設、新川中学校のところにやるということで、当初予算からかな

り補正を組まないかんかったわけですけど、この辺の契約とかいろいろな問題があったわけです

けれども、その辺についてはどう教訓を今、生かしてやられておるのかというところをお聞きし

ておきます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 土木課長の飯田でございます。 

 昨年度、補正予算を組んでいただいて、やっと新川中学校のほうの整備が完成しました。実際、

事前の調査不足等がございまして、議員の皆さんにも御迷惑をかけたというのが現状でございま

して、今後そういったことがないように内部のほうでの審査及び業務をやっておる途中での打合

せ、現場確認等を増やすことによって、少しでもミスをなくすように心がけるよう徹底しており

ます。 
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 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 しっかりやっていただいて、契約の部分も法規の部分もしっかり整えて、教訓を生かして取り

組んでいただきたいということをお願いしておきます。 

 ４項都市計画費の１目都市計画総務費の都市計画費についてお聞きします。 

 公共用地等の検討審議会についてお聞きしたいわけですが、清須市の公共用地等検討審議会、

条例を見ると、第１条に土地、家屋の買収、移転補償等に関する事項について調査・審議するた

め審議会を置くということで、これはどういうふうに開催されておるのかお聞きします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 長谷川課長。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 都市計画課、長谷川です。 

 公共用地の買収に関わる案件があったときに開催をするということで、昨年度は４回開催いた

しました。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 これっていうのは、公開なのか非公開なのか、どういう状況になっておるのかお聞きします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 長谷川課長。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 買収金額等の補償額、そういった金額、個人名も出ておりますので、非公開ということになっ

ております。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 
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 ということは、いつやったかということはホームページ等にも載ってないというのは、そうい

うことだということで認識しておきます。 

 それで、清須市の場合、令和元年度に用地地域指定の基本方針及び用地の地域指定の基準につ

いて定められたわけであります。また、同時に都市計画マスタープラン、これも定められたわけ

ですけれども、まさにマスタープランというのはまちづくりに関する総合的な方針であります。

その実現には都市計画部門だけでは対応できない部分も含んでいるわけですが、このことから、

幅広い関係部署との連携を図る、こういうことも必要になってくるわけですけれども、一昨日の

福祉の委員会の中でも、土地の利用についての特に福祉のほうでは農地のことがあったわけです

けれども、その連携という部分ではどういうふうに取り組まれておるのかお聞きします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 長谷川課長。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 これまでは案件ごとに担当者同士の打合せをしておったんですが、今年の６月に土地利用対策

会議というのを新たに設けまして、副市長を委員長として各関係部局の長が集まって対策を検討

するという会議を組織しましたので、そういったところで今後は検討していくことになるかと思

っております。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 対策会議ができたと。今後はそういうところで検討していくことになるということですが、今

もう既に検討というのは始まってはないわけですか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 長谷川課長。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 そうですね、今、実際、案件が私のほうにはまだ来てないので、対策会議としては開催してお

りません。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 
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加藤 光則委員 

 考え方として、１つは、農地のほうでいえばアンケートをやられて、今後どうしていくかとい

うようなこともやられるということで御答弁があったわけですが、一方、都市整備のほうも含め

た対策会議の中で、今後、企業誘致課もできるというようなことで、そういった様々な横の対応

になる会議だということで理解してよろしいでしょうか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 長谷川課長。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 そのとおりでございます。 

加藤 光則委員 

 分かりました。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 １点、河川費の中の五条川ふるさとの川管理費というところで、金額はそんなに多くないんで

すけど、お聞きしたいと思います。 

 報告書の２３４ページにありますけれども、まず、今の委託料の中の緑地管理業務、堤防草刈

り業務とありますけれども、もう少し詳しく管理の内容を教えてください。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 土木課長の飯田でございます。 

 委託料につきましては、緑地管理及び堤防草刈り業務ということで、堤防草刈り業務につきま

しては、五条川の右岸及び左岸の堤防から１メートル部分の草刈りを行っております。 

 また、緑地管理につきましては、お城の周りのところに花壇及び緑地がありますので、そちら

のほうの管理を行っております。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 林委員。 
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林 真子委員 

 そしたら、草刈りは頻度というか、年に何回とか決めてやられているんでしょうか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 年２回行っております。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 国からふるさとの川モデル事業ということで、最初は補助金を受けて清洲城のあたりの整備を

されたというふうに記憶しています。今、国のほうではこの事業はなくて、かわまちづくりとい

う事業に移管している事業なんですね。の中で、ふるさとの川管理費ということでこの項目を挙

げられて、ずっとこれをここの中で予算で執行されているというところに対する市の思いという

か、あえてこれを残されているという思いをお聞かせいただきたいと思います。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 国のほうからの補助金を頂いて愛知県のほうでふるさとの川モデル河川事業という事業を進め

ていただきました。それによって堤防及び堤防のそういった附帯施設がグレードアップされまし

て、普通ですと花壇ですとか、そういった緑地とかがない部分も整備していただいておりますの

で、そういったことがございますので、あえてふるさとの川の管理費ということで項目を残させ

ていただいているというのが現状でございます。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 先般も福祉のほうで産業課のですかね、このあたりの観光の資源となっている部分であります

ので、ここのあたりの整備というか、草の感じ、また、ごみの問題などいろいろありまして、多
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分、皆さん、そういう苦情をよく頂いていると思うんです。あえて、ふるさとの川のモデルの川

ですので、３つとも川は大事なんですけども、特に景観は気をつけていただきたいなという思い

もあります、例えば、よく言われるのが、このふるさとの川の看板ですね、これはどうなってい

るんだと、そういうような細かいことなんですが、せっかくこういう事業ですので、２回の草刈

りでは大変かと思うんですけども、一応、市の目玉の観光地ということで、これから朝日遺跡と

のコラボも出てきますけど、もう少ししっかりと管理していただきたいなと思うんですけれども、

どうでしょうか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 原則、年２回ということで草刈りは行っておるんですけども、その間でどうしても植生によっ

ては伸びるのが早い草とかもございますので、そういった感じで、急に出ておるなとか、通行を

阻害しとるなといった部分については適宜現場作業員にお願いして切っているというような状況

でございまして、できる限り良好な管理を心がけているという状況でございます。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 今、飯田課長を始め市の思いが分かりましたので、ぜひ、清須市の中でも一番観光のメインの

ところですので、あの周辺の景観を外から来た方は見られますので、市全体のことを見られてし

まいますので、補助もないですし限られた予算の中ではありますけれども、しっかりと今後も景

観ということを考えながらやっていっていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 高橋委員。 

高橋 哲生委員 

 橋梁改良費のところで関連で質問させていただきますけど、毎年、県のほうでも要望している

と思うんですけど、都市計画道路枇杷島停車場線の新川橋梁、仮橋から本橋の架け替え、それと

五条川の春日橋の架け替えについてなんですけど、こちらのほうの進捗状況を教えてください。 
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建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 長谷川課長。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 枇杷島停車場線についてお答えさせていただきます。 

 現在、停車場線の整備の区間としては、製菓企業がある路線、枇杷島駅西口までの区間が事業

認定ということになっております。 

 製菓企業のところについては、今年度中に契約をするという方向で県と一緒に進めておりまし

て、それが終わり次第、その先の仮橋も含めた整備のほうを県にお願いしていくということで、

県のほうとは勉強会という形で数回調整のほうはさせていただいております。 

 停車場については以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 土木課の飯田です。 

 続きまして、春日橋の件についてお答えさせていただきます。 

 春日橋につきましては、今、春日橋及び下之郷堰、そして県道一場中小田井線ということで、

春日橋だけに限らず交差点のほうの形状も急ということで鋭角になっているということで、その

３つの事業を包括的に進めていきたいという県の意向がございまして、そういったものを含めて、

今、分析及び現場調査を行っていただいているというのが現状でございます。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 高橋委員。 

高橋 哲生委員 

 まず、新川の橋のほうなんですけど、本年度中に企業のところが進んで、その後だよという話

ですけど、大分めどはついてきたんでしょうか。スケジュール的に何か見えてきたものがあるん

でしょうか、橋の架け替え。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 長谷川課長。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 



－45－ 

 今の仮橋のことでよろしかったでしょうか。そちらについても令和６年度中の占用期間という

ことになっておりますので、今後、免震及び架け替えについては県のほうと今、調整をしている

ところでございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 高橋委員。 

高橋 哲生委員 

 大分進んできたという実感みたいなのはあるんですか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 長谷川課長。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 どういう形で整備をするかという勉強会を今、検討は行っておるところなので、進んでいると

いう認識は職員としてはございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 高橋委員。 

高橋 哲生委員 

 よろしくお願いします。 

 ２つ併せてなんですけど、愛知県の事業となってくると思うんですけど、しっかりと連携して、

一日でも早く進めていただきますことをお願いいたします。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 ほか、よろしかったですか。 

 高橋委員。 

高橋 哲生委員 

 雨水貯留施設の整備費のとこなんですけど、新川中学ができましたということで、今年７月に

も大雨がありましたし、この間も大雨があって、実際これができた効果のほどはどういった評価

をされているんでしょうか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 
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 新川中学校の雨水貯留施設につきましても、データをとってみますとかなり貯留のほうが入っ

ておりますので、その分は排水路等に流さずにためているということで、排水路への負担軽減に

は貢献していると思います。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 高橋委員。 

高橋 哲生委員 

 一般論的には当然そういうふうなんですけど、実際の経験として何かこう変わったぞというよ

うなことは何かそういうものはあるんでしょうか。 

 確かに雨量の強度によって全然その辺の冠水時間とか、また冠水等がございますので一概には

言えないんですけど、大雨でワイパーがきかないときに走ったときには、私は本線しか通ってな

かったんですが、中学校の辺は冠水のほうはたしか記憶ではなかったような記憶がございます。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 では、続きまして、８２、８３ページ。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 ８２ページで２目の土地区画整理についてお聞きします。 

 新清洲駅北土地区画整理費、今年度予算では大きく額が膨らんだわけですけれども、昨年度の

今決算では、新清洲駅北土地区画整理、予算との関係でいくと委託料が４億３千９１８万円から

２億５千４３９万４千８６９円、こうなっているわけですが、その大きな要因というのをお聞き

したいと思います。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 前田課長。 

新清洲駅周辺まちづくり課長（前田 敬春君） 

 新清洲駅周辺まちづくり課長の前田です。 

 予算のほうで令和元年度の予算でよろしかったですかね。 

加藤 光則委員 

 そうです。 
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新清洲駅周辺まちづくり課長（前田 敬春君） 

 やはり国費のつきが悪いというのがございまして、その分の減額部分と繰越明許で次年度へ工

事補償、その辺の繰り越しとる事業がございますので、その辺の予算がございます。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 なかなか予算のつきが悪いということを言われたわけであります。この事業というのは、ＵＲ

と一緒にやられとるわけですけれども、契約でいくと平成３１年４月１日にはＵＲと随意契約で

４億３千９１８万円ですか、約４億３千９００万円が随契でされとるわけですけれども、この辺

ではどういうふうに契約して取り組もうということでこれだけ減額になるのかというところの流

れですね、その辺を御説明いただきたいと思います。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 前田課長。 

新清洲駅周辺まちづくり課長（前田 敬春君） 

 前田です。よろしくお願いします。 

 ＵＲと年度契約で３１年当初に契約はしとるんですけど、やはり地権者交渉もありまして、工

事の進み具合、占用者関係でそのところの協議等で実際、令和元年度中に工事のほうは完了しな

い、補償はできないという部分がございますので、その部分については繰越し事業として翌年度

へ持ち越して、令和２年度に完了するという予定で実施はしております。 

 協定のほうも変更で令和２年度に完了年度を延ばしとる状況でございます。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 中身を詳しくお聞きしたいと思うわけです。例えば、繰越明許費の繰越事業、この中身を見て

いくと成果報告書の２４４ページですか、そこを見ていくと、埋蔵文化財発掘調査業務、予算が

例えば１千８２１万円が２千５４６万６千４００円、こういうふうになってきておるわけですよ

ね。まず、こういった問題というのはどういうことなのかお聞きしたいと思います。 
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建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 前田課長。 

新清洲駅周辺まちづくり課長（前田 敬春君） 

 前田です。よろしくお願いします。 

 １千８００万円というのは令和元年度の予算でございまして、繰越事業については、平成３０

年度の繰り越した予算、埋蔵文化財の調査費は２千５００万円上がっておるという状況でござい

ます。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 何が言いたいかというと、１つは多くの自治体が大規模事業、これはいつも行っておるわけじ

ゃないと思うもんですから、何十年に１回、そういう中での事業であるということから、ノウハ

ウが蓄積されていないと。一部で企画設計段階において設計内容が予算に収まっていないことが

確認されないまま事業が進められて、工事の入札段階になって予算が収まっていないことが判明

して、設計の見直しや予算の増額と事業の停滞や手戻りが生じてしまう、こういうことが指摘さ

れているわけですが、ＵＲとの契約もあるわけですが、その辺でノウハウを持ってみえるわけで

すが、どういうふうに密な事業運営をされておるのかお聞きします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 前田課長。 

新清洲駅周辺まちづくり課長（前田 敬春君） 

 前田です。 

 ＵＲとの調整につきましては、月１回、調整会議等で問題・指摘事項等の洗い出しをして、担

当者等を含めて協議はしております。日々の中でＵＲとＵＲの下請業者とうちの担当職員とで協

議をした中で、事業について、占用者会議等も開き、その辺の調整はしていく中で、やはり不測

の事態じゃないですけど、どうしても地権者等がございますので、その方の補償で移転先を見つ

けてから移転していただくとか、工事の状況でどうしてもガス、水道、その辺の移設等が実際遅

れてきておる、そういう状況もございまして、繰越事業として工事が翌年に繰り越しておるよう

な状況でございます。 
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 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 しっかりやっていただかなあかんわけなんですけれども、国のほうも、地方公共団体における

建設事業の円滑な実施に向けた手引というのを平成２９年７月に出されました。私も改めて読ん

だわけですけれども、工事発注までの期間が長く、物価変動等の可能性があることの認識という

項目がありました。予算措置を行う事業部局においては、工事費等の見積りに物価変動等の可能

性があることを認識することが重要であると。事業予算の大幅な不足が生じる事態を避けるため

に建設物価市場の推移を刊行物等により分析して、想定される物価変動率を見越した上で事業全

体の必要経費を設定していることも有効な手段だと。その他、議会や住民に対してその都度、工

事費等の物価変動の可能性があることを丁寧に説明する必要があるということや、予算措置や発

注条件の前提となる事業計画が適切に企画立案されるよう、必要な体制整備や関係者の連携を図

る、こういうことが改めて国のほうから手引きとして出されているわけであります。 

 やはりこういう大規模な事業というのは、ノウハウ等がないわけですので、専門家に頼ってＵ

Ｒとの契約の中でやってみえるわけですが、その辺でＵＲは専門的な知識を持ってやられている

ところなんですが、そういう中でもいろいろなこういった変動が出てきているわけで、その辺に

ついては市当局として公共の区画整理をやられているわけですが、どういうふうに認識して改め

てやっていこうとしているのかお伺いしたいと思います。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 前田課長。 

新清洲駅周辺まちづくり課長（前田 敬春君） 

 前田です。 

 物価高騰につきましては、当初、区画整理事業自体がどうしても事業期間が長いので、経済情

勢により変動する事業費等につきまして、事業変更でこういうものについては変更させていただ

くということで当初計画はどうしても積算上はしておる状況でございます。このことも踏まえて、

適正に今後、事業費についてはなるべく抑えれる事業は抑えて、事業費が膨らまないように努力

しながら進めていきたいと思いますので、事業費増額とかはあまり望ましくないと思うんですけ

ど、今後こういうことがないように、事業についていろいろ工法等を検討しながら進めていきた
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いと思いますので、よろしくお願いします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 やはり大きな事業でありますし、物価変動の可能性ということも国のほうもいろんなそういう

方面からの指摘もされとるわけです。今年度の予算においては５０億円が７０億円になるという

変動の額が大きかったわけですね。ですから、昨年度の決算しとるわけですけれども、昨年度の

決算の中でも、国のほうから思うようにお金がつかなったということで繰越明許ということもさ

れとるわけですが、その時点時点でいろんな精査をしてやっていくということが、この間の流れ

を見て私は非常に感じておりますので、改めて、こういう国からの手引も出されておりますので、

十分やられとると思いますが、まだまだ長い事業でありますので、さらに精査して委託業者とも

連携を図っていただいて、住民の説明が丁寧に説明できるような体制をとっていただくというこ

とをお願いしておきます。 

 以上であります。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 ほかによろしかったでしょうか。 

 久野委員。 

久野 茂委員 

 鉄道高架のことで伺います。 

 担当職員の方の努力によりまして、仮線用地立ち退きを数件ご協力いただいて立ち退いていた

だいているんですが、先日もお願いしたんですけど、立ち退きの跡が更地になってますよね。農

地もあるんですけど、更地の草刈りですか、広報９月号に空き地の草刈りや剪定をお願いします

とお願いがありましたよね。まだまだ鉄道高架事業はこれからずっと長いんですよね。更地にな

っている草の管理とかは市はこれからどうしていただけるんですか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 前田課長。 

新清洲駅周辺まちづくり課長（前田 敬春君） 

 事業用地で買収されました市の土地につきましては、事業管理用地として今後管理はしていく

んですけど、今のところ発注が間に合ってない状況でございまして、職員のほうで随時刈りに行
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っとるような状況ではございますけど、今後、その事業用地について、そこの用地を近接の方が

通り抜けで使われない部分につきましては、市のほうで防草シート等の貼り付け等、舗装がある

部分については舗装部分を残していただく等の管理で、草生えがなるべく起こらないような形で

管理していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 久野委員。 

久野 茂委員 

 それもすぐ対応していただけるんですか。今、言われたこと、例えば、防草シート云々の話は。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 前田課長。 

新清洲駅周辺まちづくり課長（前田 敬春君） 

 事業用地について、今後の状況が決まりましたらすぐに対応したいと思いますので、よろしく

お願いします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 久野委員。 

久野 茂委員 

 それの関連ですけど、名鉄新清洲駅ですね、西清洲側と新清洲側がつながってますよね。通路

は市が管理してみえますよね。壁と屋根はどこが管理するんですか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 土木課の飯田です。 

 駅前のアンダーというか改札へ抜けるトンネルというか地下通路なんですけど、内躯断面とい

いまして、表面上のものについては市のほうで管理しておりまして、躯体というか、そういった

構造的なものについては名鉄のほうが管理しているという状況でございます。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 久野委員。 

久野 茂委員 
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 それでは、西清洲側と新清洲側入り口は鉄骨で造ってありますよね。あれの管理は名鉄ですか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 恐らく、躯体ということで名鉄の管理になると思います。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 久野委員。 

久野 茂委員 

 それでは、すみません。名鉄に要望していただけますか。あれは大分錆びてるんですよ。見た

目もひどいもんで、名鉄に高架事業はまだ大分年数がかかりますよね。今、言われた名鉄が管理

ならば名鉄にお願いして、塗装が大分はげて錆び錆びになってるんですよ。それを名鉄に要望と

いうか、お願いしていってください。お願いします。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 ３目の街路事業についてお聞きします。 

 国・県支出金が４５０万円減ってきているわけですけれども、工事請負費の減なのかどうなの

か、中身をお聞きします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 長谷川課長。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 都市計画課、長谷川です。 

 清須新川線の整備費ということで、今回、測量と用地の購入のほうをいたしました。若干、県

費のほうのつきが９０％程度ということで、県費の減額に伴う支出の減ということでございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 
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 県費が減って支出がということなんですが、先ほど言われた清須新川線の整備の状況について

伺います。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 長谷川課長。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 昨年度、用地のほうは購入しましたので、今年度、今、愛知県のほうで名鉄の桃栄の跨線橋と

いうのを整備していただいております。それは今年度末で完成するということは聞いておりまし

て、その先線になりますところを新川の堤防道路につなげる工事、これは間もなく発注する予定

で、今年度の末に完成するという見込みで、今、事業のほうは進めております。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 そしたら、土地の購入等が終わって、今年度、堤防に上がるところができるということで、そ

れで、跨線橋との関係で開通というのはどうなるんですか。こっちと向こうとの関係で、どうい

うふうに考えられて今、進められておるのかお聞きします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 長谷川課長。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 同時の開通が理想なんですが、例えば、県のほうが早く開通できるのであれば、危険も減ると

いうこともありますので、その後改修することもあるかもしれませんが、できるだけ同時に供用

開始のほうをしたいというふうには考えております。今後、県のほうとまた調整のほうはさせて

いただきます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 よろしくお願いします。 

 続いて、４目の先ほど出ましたが、鉄道高架費についてお聞きします。 

 これについては、国や県や市で確認書を取り交わしたということですけれども、どういった内



－54－ 

容まで踏み込んだ確認がされているのか伺いたいと思います。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 前田課長。 

新清洲駅周辺まちづくり課長（前田 敬春君） 

 まちづくり課の前田です。 

 確認書につきましては、それぞれの事業費の負担がどうなるのか、清須市としては確認事項の

中で用地取得について清須市が責任を持って取得するということになっておりますので、仮線で

係る用地部分につきましては、協定の中の確認書の中で、土地取得と補償、借地部分があれば借

地部分についても清須市が施工するような内容になっております。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 限度額立体交差事業ということで、大きな事業になってくるわけですけれども、全体の事業完

了は４０年度を見込んでいるということが言われておりますけれども、今、言われたように、鉄

道部分の施工は名鉄が委託する。県は交差する道路の整備と五条川の改修を行っていく。市のほ

うは、今、言われた事業を行っていくということであります。今、確認書のもとに協議をして、

それぞれのところが事業を進めておるわけですけれども、例えば、鉄道部分は名鉄でありますが、

名鉄との話が進まんと進まん話が多いんですよね。五条川の部分なんかは特に事業の完了は４０

年度を見込んでおったら、これはいつになるかということなんですが、一昨年から名鉄も設計が

始まったということが言われておるんですけど、名鉄さんとの話も含めて、五条川の拡幅の部分

の鉄橋の部分はどういうふうに事業を今、進められていますか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 前田課長。 

新清洲駅周辺まちづくり課長（前田 敬春君） 

 まちづくり課、前田です。 

 河川部分の鉄橋につきましても、名鉄の今、詳細設計の中で設計業務をされていますので、そ

の内容を詳細設計が終わった後に、その部分でどういう状況なのかというのも、今現在、愛知県

とも協議はしておると思うんですけど、詳細自体は名鉄が業務発注して、鉄橋部分についても設
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計はしております。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 今回、限度額の立体交差事業ということで進めるわけでありますが、それぞれの事業をどう進

めていくかというところでは優先順位もあるわけですけれども、特に河川のところが大きなネッ

クになっておりますので、ここの関係については早く進むように自治体としても声を大にして上

げていただいて、今のところどうしようもないから、あそこは狭窄部になって河床掘削するんだ

ということが言われていますけれども、河床掘削についても護岸の補強をされながらやっておる

わけですけども、昨年の右岸の堤防の崩落もありますので、本当にここの部分は早く事業を行え

るように、ぜひ市としても声を上げていただいて事業を推進していただきたいと思います。これ

はお願いしておきます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 質問の途中ですが、ただいまより昼休憩に入りたいと思います。委員会開始時刻は１３時１５

分からということでよろしくお願いいたします。 

（ 時に午前１１時５７分 休憩 ） 

（ 時に午後 １時１５分 再開 ） 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 休憩前に続き、審議を再開いたします。 

 飯田土木課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 午前中、船杁橋の整備費について回答を保留させていただきました件について報告させていた

だきたいと思います。 

 午前中、船杁橋については８億４千万円ということで報告させていただきましたが、まず愛知

県が約５０％、清須市が５０％で、清須市負担が４億２千万円、そのうちの国費につきましては

約１億円、起債につきましては約９千万円、残りが一般財源で対応させていただいております。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 
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 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 そこのところで、今せっかく回答をいただいたもんですから。となると、県が５０％、市が５

０％で、そのうちでいろいろ起債だ、あれだということだったんですけど、例えば、去年の契約

事項を見ると、昨年度の五条川改修に伴う船杁橋改築工事の施工調査ということで、県に１億６

千万円上がっておるのは、県の中の５０％の中のお金ということで考えればいいのかな。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 そうです。 

加藤 光則委員 

 分かりました。ありがとうございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 高橋委員。 

高橋 哲生委員 

 ８３ページの街路管理費のところなんですけど、１４路線、都市計画道路の管理を行ったとい

うことなんですけど、一般質問でもさせていただきましたが、道路と歩道の間の土砂の堆積が結

構気になるということを質問させていただいたんですけどこれを見ると、路線の中ですごく気に

なるところがたくさんありまして、こちらのほうも一度対処していただきたいんですけど、いか

がでしょうか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 土木課長の飯田です。 

 一般質問でも御指摘いただいたとおり、幹線道路、適宜清掃のほうは行っていきたいとは考え

ております。 

 以上です。 

高橋 哲生委員 

 よろしくお願いします。 
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 それとですね、これは３月にも質問させていただいたんですけど、街路樹の剪定の件なんです

けど、具体的に言うと、大和町線というとこなんですけど、先日、８月の夏休みが終わる直前か

な、街路樹の剪定をやっていただいたんですけども、この路線は子どもの通学路になっていまし

て、できればそこら辺も配慮した剪定をしていただきたかったなと思ったんですけど、ここは年

に２回やられるんですか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 長谷川課長。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 都市計画課、長谷川です。 

 街路によって伸び方が違いますので、概ね２回やってるところと１回で済んでるところがござ

います。大和町線につきましては、先ほど委員おっしゃられたように、台風前に枝とかそういっ

たものが折れて、通行者に迷惑がかからないような形で、どこまで行っても狭い歩道の中にある

木ですので、安全対策という観点から、毎年、台風前ということで実施はしております。 

 今回、通常ですと８月が夏休みということなので、どうしても年間の計画の中で業者との打合

せの中で毎年同じようにという指示をした関係上、この時期になってしまったんですが、そこは

もう少し臨機応変にやれればよかったのかなとは思いますが、今後、臨機応変に動けるようには

していきたいというふうには考えております。 

 以上です。 

高橋 哲生委員 

 すみません、よろしくお願いします。 

 それとですね、今度もう一回多分やるということになると思うんですけど、これは前も御指摘

はさせていただいたんですけど、できれば落葉した後の冬季剪定でお願いをしたいと、これは要

望をしておきます。 

 お願いします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 続きまして、８４ページ、８５ページ。 
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 林委員。 

林 真子委員 

 林です。 

 都市下水路等費のところで少し確認なんですけれども、報告書の２５０ページを見ますと、雨

水ポンプ場６か所及び管渠の維持管理のためにと書いてあるんですが、前年度の報告書では、雨

水ポンプ場は８か所となっていたんですけども、この内容を教えてください。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 菅野課長。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 企業会計化に向けまして、そのときに公共下水道のポンプ場のほうへ２か所、一般会計のポン

プ場から移したということでございます。２か所、公共下水道のほうに移したということで、２

か所分が減ってるということです。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 すみません、素人で、ポンプ場というか、水を排水する施設ということでお聞きしたいんです

けども、市内には何か所あって、管理というのはそれぞれ今、下水のほう、それから土木もある

と思うんですが、それぞれが幾つのどういうふうなものを管理しているのか教えていただけます

か。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 菅野課長。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 上下水道課で今、所管している分が、成果報告書にあります都市下水路としてのポンプ場とし

て管理しているのが６か所、下水道事業の雨水のほうで管理しているのが７か所にあります。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 土木課の飯田です。 

 土木課としては３か所のポンプ場を管理しております。 
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 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 私、どこが管理するかの違いというのが分からないんですけども、分かりやすく教えていただ

けますか、規模なのか何なのか、そのあたりを。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 土木課の飯田でございます。 

 まず、土木課の管理３か所につきましては、春日排水機場及び春日第２排水機場及び今、下水

のほうで計画されてます西清洲のところにポンプ場というかポンプ施設があるということで、そ

の３か所の管理を土木が行っております。 

 主に、ポンプ場につきましては、農業系の予算を頂いて行っておるため、土木課のほうで管理

しているという状況でございます。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 菅野課長。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 こちらのほうで管理しているのは、基本的に農業系ではなくて、降った雨を河川のほうへ排出

するというためのポンプ場を管理しております。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 ごめんなさい、私は勉強不足で。今、一般会計の分と下水の企業会計の分との縦分けがよく分

からないんですけど。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 菅野課長。 

上下水道課長（菅野 淳君） 
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 事業会計は公共下水道の事業計画に位置づけられたポンプ場というのは、今の公共下水道の雨

水ポンプ場というところに仕分されております。あとは、昔から管理していた小さいポンプ場な

んかは一般会計のほうで管理しているというすみ分けにあります。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 そうしますと、今、農地の関係、都市の関係とありましたけども、それぞれいろいろ予算のつ

き方とか違うと思いますので、一番いいところでやっていただいているという考え方でいいんで

しょうか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 土木課の飯田でございます。 

 農業系のほうでポンプ等の改修の補助金とかのつきとかもございますので、そういったことで

春日地区については調整区域を拾っておる水とかがありますので、その有効性を鑑みて、そちら

のほうの予算で対応している。また、農地等の灌漑というか、そういった冠水状況を加味した位

置づけられたポンプ場ということで整備されているという状況です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 そうしますと、平常時ではなくて、大雨のときですとかポンプ場の稼働に関しての管理という

のも分けてされると。春日の第１、第２の場合は土木のほうで止めるなりということをされてい

るということでいいんですか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 飯田課長。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 そのとおりです。３か所については土木課のほうで管理しておりますし、それ以外のポンプ場

につきましては上下水のほうで管理しています。 

 以上です。 
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林 真子委員 

 分かりました。ありがとうございました。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 今の続きを聞きます。 

 それぞれ管理が分かれとるということなんですが、社会資本総合整備計画の中で、安全で安心

な下水道雨水整備計画が平成２８年度から令和２年度の５年間で行われているわけですけれども、

今、言われたような管理は別で、それは今、計画というのは上下水のほうが担当しておるところ

だけという位置づけなんですか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 菅野課長。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 そのとおりでございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 そしたら、その計画がいよいよ２年度までということで、昨年度の実績からいくと予定どおり

行われてきておるという認識でよろしいでしょうか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 菅野課長。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 今のところ予定どおりで進んでいると思っています。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 それでは、都市下水路のところでお聞きしますが、雨水の管路については管理延長が２万３千

９１メートル、ポンプ場がいろいろできておるわけですけれども、都市下水路の管理は今どうい

うふうに行われておるのかお聞きしたいわけです。 
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建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 菅野課長。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 日常の管理でよろしいでしょうか。 

加藤 光則委員 

 委託も含めて両方。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 日常の管理は機械設備、電気設備を含めまして、点検という形で年に数回やっております。雨

が降ったときも、このポンプ場は人がつくポンプ場ではありませんので、職員のほうが動いてい

るかどうかというのを確認しながら見ておるという形になっております。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 先ほどの雨水貯留施設と同じなんですが、本当にこれだけ頻繁に降ったりすると、委託されと

るところについてもきちっと対応してもらわないかんわけですが、例えば、近日中に一昨日も降

ったわけですけれども、その辺では問題では生じてないでしょうか。 

 というのは、前も課長にも言ったけど、葉っぱが詰まっとったわというようなことで、そうす

ると、近所の人は何でだというところがあるんですよね。実際にはいっぱいじゃなくて、機械が

うまく作動しとらんから冠水していくんだということも起きておるわけですけれども、その辺に

ついてはどうですかね。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 菅野課長。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 上下水、菅野です。 

 今回の降雨につきましても、先ほど委員が言われたポンプ場も含めまして職員が降雨時に見て

回ると、点検するという形で取らせていただきまして、また、遠隔でポンプ施設が動いているか

どうかも確認ができますので、それを見ながら現場を回るというふうに対応させていただきまし

た。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 
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 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 この問題というのは本当に一刻を争うような対応が必要になる場合もありますので、日常点検

についても月１回程度で職員の目視とか、異常なときには早期発見に努めるとか、いろいろ計画

の中でもうたわれていますけれども、本当にこの対応についてはしっかりとやっていただきたい

ということをお願いしておきます。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 ほかにこのページよろしかったでしょうか。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 ７目公園費、伺います。 

 成果報告書の２５２ページ、本市の都市公園６１か所、児童遊園及びちびっこ広場４２か所が

整備されているわけですけれども、ここにも公園施設は年に１回以上の定期点検を実施というこ

とで、日常的な点検については施設の変状や異常の有無について職員等の目視を行うということ

になっておりますけれども、定期的な点検については年に１回以上、専門技術の有資格者がやっ

ていくんだということになっておりますが、これは今、本市ではどういうふうに業者と職員、そ

れから市民からの通報というのを最近スマホでやられていますので、どういうふうに対応されて

いるのかお聞きします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 長谷川課長。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 都市計画課、長谷川です。 

 まず、公園の施設につきましては、遊具やベンチといろんなものがありますが、それについて

は、年３回、業者のほうに委託をして、施設等の保守点検というのを行っております。その中で

劣化しているものとか、そういったものの優先度という報告が来ますので、それに基づいて遊具、

施設のほうは修繕を行っているという状況です。 

 また、職員のほうも随時パトロールは行っておりまして、悪いところがあればその都度対応し

ている。 
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 今年度からＬＩＮＥの通報も実際、道路ほどではないんですが、公園のほうの御指摘もいただ

いておりまして、そちらにつきましてと、まず職員で直せるようなもの、例えば、トイレの詰ま

りですとか、玉切れですとか、そういったことは随時、職員で行っておりますし、取替えが必要

となるようなものについては、その都度修繕という形で営業所のほうへ依頼しているという状況

でございます。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 きちっと安全の確保をしていただきたいと思います。 

 それで、遊具とかいろいろなっていますけど、例えば、周りを囲むフェンスなんかも入ってお

るのかどうか、これはどうなんですか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 長谷川課長。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 一応、フェンスのほうも入っておるというか、見て少しほつれているような状況とかはありま

すので、そこまでの報告は点検の中には入っておりませんので、そちらのほうは職員の目で見て、

必要に応じて修理をしているという形でございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 例えば、フェンス、これは塗って直しときゃもうちょっと長もちするというようなところも目

につきますので、壊れてしまってからだと余計にお金もかかりますので、その辺も含めた点検も

していただくといいかなと思います。 

 それから、遊具の保守点検の委託についてお聞きします。 

 これは指名競争入札で行われておって、児童遊園と遊具保守点検委託が４６０万９千円で都市

公園が２２７万円とたしかなっておったんですが、主要施策だと児童遊園のほうが２２７万７千

円となっとるけど、その辺はどう見たらいいのか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 
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 長谷川課長。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 遊具の保守点検のほうですが・・ 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 もう一回言います。 

 ２５２ページのところの児童遊具のところの委託料のとこで２２７万７千円と書かれておるん

ですけれども、契約状況の一覧を見ると、４月１日に児童遊園と都市公園と２つとも委託の保守

契約されとるんですね。その金額を見ると、都市公園のほうが２２７万７千円になっとるもんだ

から、契約上どういうふうに見たらいいんかなと思って。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 長谷川課長。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 恐らくそれはこちらのミスかと思います。すみません、そちらを確認しなくて申し訳ないんで

すが、実際、都市公園のほうの遊具保守点検につきましては、都市公園のほうで４０６万９千円、

ちびっこ広場のほうの保守点検につきましては２２７万７千円ということですので、そちらの公

表のほうを私どもが確認してなくて申し訳ありません。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 その辺というのは、今回新たに契約等できちっとされるという新たな機構改革が行われるとい

うことで、一昨日の質問にもあったんですが、財政管理のほうは公表の上でこの文字を追う確認

をしとるということがあったんですが、これはどうなんですか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 岩田課長。 

総務部次長兼財政課長（岩田 喜一君） 

 財政課長、岩田です。 

 すみません、もう一度ちょっと。御質問の内容が私、理解できずに申し訳ございません。 
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建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 随意契約とか工事契約について、市のほうが市民のほうに開示して、契約状況の一覧というの

を出されとるんですよね。そこを見ると、平成３１年４月１日の都市公園と児童公園の遊具保守

点検の委託料が載っておるんですよ、業者名と金額が。そこが成果報告書の額の表示と私、理解

がでんもんで、違っとるもんで、その辺がどうだったのかと。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 岩田課長。 

総務部次長兼財政課長（岩田 喜一君） 

 すみません、ホームページの公表状況ということでよろしいでしょうか。 

 今、長谷川課長のほうから御答弁がありましたので、一度確認させていただいて、間違ってい

るようでしたら修正させていただきたいと思います。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 私のほうが違っとるといけませんので、しっかり見ていただいて、また御報告いただきたいと

いうことをお願いしておきます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 ほか、よろしかったでしょうか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 歳出、最後のページになります。８６、８７ページ、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 では、これで質疑を終わります。 

 続きまして、認定第５号 令和元年度清須市水道事業決算認定について説明をお願いいたしま

す。 
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 菅野課長。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 上下水道課長の菅野です。よろしくお願いいたします。 

 令和元年度清須市水道事業決算認定について御説明いたします。 

 清須市水道事業決算書６ページをお願いいたします。 

 初めに、収益的収入及び支出に関連します財務諸表について御説明いたします。 

 令和元年度清須市水道事業損益計算書 

 期間は、平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までであります。 

 消費税抜きの金額になっております。 

 １．営業収益は、（１）の給水収益、（２）受託工事収益、（３）その他営業収益を合わせた

１億８千６２３万９千２５３円であります。 

 主なものは、給水収益、いわゆる水道料金と受託工事収益などであります。 

 ２．営業費用は（１）原水及び浄水費から（７）その他営業費用を合わせた１億８千６５万６

千８３９円であります。 

 主なものは、愛知県の県水の受水費、排水設備の維持管理に伴う保守点検費、動力費、修繕費

及び職員の人件費と建物・構築物・機械及び装置などの有形固定資産の減価償却費などでござい

ます。 

 営業利益は、１．営業収益から２．営業費用を差し引いた５５８万２千４１４円であります。 

 ３．営業外収益は、（１）の受取利息及び配当金から（５）の他会計補助金を合わせました２

千１０２万３千３８１円でございます。 

 ４．営業外費用は、（１）支払利息９６５万６千９５８円で、企業債の利息であります。 

 経常利益は、営業外収益２千１０２万３千３８１円から営業外費用９６５万６千９５８円を引

いた１千１３６万６千４２３円を営業利益の５５８万２千４１４円に足した１千６９４万８千８

３７円であります。 

 当年度純利益１千６９４万８千８３７円に前年度の繰越利益剰余金７８１万５千６４３円を足

しまして、当年度未処分利益剰余金といたしまして２千４７６万４千４８０円でございます。 

 続きまして、７、８ページのほうをお願いいたします。 

 令和元年度清須市水道事業剰余金計算書 

 期間は、平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までであります。 
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 表の下段、資本金当年度末残高といたしまして８億３千６９１万１千１１６円であります。資

本剰余金合計といたしまして３６１万２千７５６円、利益剰余金といたしまして、減債積立金５

６１万円、建設改良積立金９千５９９万４千２６７円、未処分利益剰余金２千４７６万４千４８

０円、利益剰余金合計といたしまして１億２千６３６万８千７４７円であります。資本合計とい

たしまして１億２千９９８万１千５０３円であります。 

 １枚はねていただきまして、９ページをお願いいたします。 

 令和元年度清須市水道事業剰余金処分計算書（案）について御説明いたします。 

 当年度末の資本金、資本剰余金、未処分利益剰余金の残高は、ここに記載のとおりで、当年度

末残高と同額を処分後残高とするものでございます。 

 次に、資本的収入及び支出に関連します財務諸表について御説明させていただきます。 

 １０ページのほうをお願いいたします。 

 令和元年度清須市水道事業貸借対照表、令和２年３月３１日について御説明いたします。 

 資産の部につきましては、１．固定資産といたしまして、（１）有形固定資産のイの土地から、

への工具器具及び備品までの有形固定資産合計１４億３千２３５万２千９４７円と（２）無形固

定資産のイの電話加入権６万４千７５０円を合わせたものが固定資産合計として１４億３千２４

１万７千６９７円でございます。 

 ２の流動資産としては、（１）現金預金、（２）未収金、（３）貯蔵品、（５）その他流動資

産を合わせた１億５千７３２万６千８７円であり、資産合計といたしまして、固定資産合計と流

動資産合計を合わせた１５億８千９７４万３千７８４円であります。 

 次に、負債の部につきましては、３．固定負債の（１）企業債１億７千３２７万２千４０８円

でございます。 

 １枚はねていただきまして、１１ページをお願いいたします。 

 ４．流動負債合計は、（１）企業債、（２）未払金、（３）前受金、（５）引当金、（６）そ

の他流動負債を合わせました８千７２６万６千３６９円でございます。 

 ５．繰延収益合計は、（１）長期前受金と収益化累計額を合わせた３億６千２３１万２千３８

８円でございます。 

 負債合計は、固定負債合計１億７千３２７万２千４０８円、流動負債合計８千７２６万６千３

６９円、繰延収益合計３億６千２３１万２千３８８円を合わせました６億２千２８５万１千１６

５円でございます。 
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 次に、資本の部につきましては、６．資本金は８億３千６９１万１千１１６円でございます。 

 ７の剰余金、（１）資本剰余金といたしまして、ロの受贈財産評価額３６１万２千７５６円で

ございます。 

 （２）利益剰余金としまして、イの減債積立金５６１万円とロのその他積立金９千５９９万４

千２６７円とハの当年度未処分利益剰余金２千４７６万４千４８０円を合わせまして、合計額１

億２千６３６万８千７４７円でございます。 

 剰余金合計は、資本剰余金合計３６１万２千７５６円と利益剰余金１億２千６３６万８千７４

７円を合わせました１億２千９９８万１千５０３円となります。 

 資本合計は、６の資本金の８億３千６９１万１千１１６円と７の利益剰余金１億２千９９８万

１千５０３円を合わせました９億６千６８９万２千６１９円になります。 

 負債資本合計は、負債合計６億２千２８５万１千１６５円と資本合計９億６千６８９万２千６

１９円を合わせました１５億８千９７４万３千７８４円になります。 

 以上で、水道事業決算書の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 それでは、質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手をお願いいたします。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 質問します。 

 まず、清須市の水道事業経営戦略から見て、この決算については、一応、当初計画では給水人

口増加となっていたわけですけれども、どうなのかということをまずお聞きします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 菅野課長。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 希望としてはどんどん上がってほしいというのがありますが、今、区画整理とか春日地区内の

住宅の開発などが今、順次行われている状況なので、上がっていくペースは遅いかもしれないん

ですが、今後上がっていくだろうというふうには見込んでおります。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 
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加藤 光則委員 

 なかなか見込みでということだったんですが、予算に対して収入減であったわけであります。

収益的の営業収益が予算に対して減っているのは、これは今、言われた人口の伸びなのか、一方

では節水が何かということも書かれておりましたけれども、その辺はどういうふうに分析されて

おるのかお聞きします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 菅野課長。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 おっしゃるとおり、伸びのほうもあるんですけども、やはり最近は節水機器が非常に多いとい

うこともございまして、なかなか給水収益が伸びていかないということもございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 もう１つ、営業外収益の長期前受金の戻入というのがあるんですけれども、これは減価償却に

合わせて出てくるわけですが、これはどういうものか説明いただきたいです。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 菅野課長。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 これまで水道事業をやってきまして、国の補助金とか県の補助金を使ったりとか、また、他会

計から繰り入れて、そして整備したものに関して、減価償却に応じた金額を戻入として受け入れ

ていくということになっております。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 その上でまたお聞きしますが、収益的支出の不用額が今回２千２４７万５千９３９円、執行率

８９．９％ということでありますが、まず、これはどうしてかお聞きします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 菅野課長。 

上下水道課長（菅野 淳君） 
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 下水工事なんかで支障移設したりする支障工事がございまして、そのあたりが下水工事の遅れ

にひきずられて、当初予定していた支障管の移設工事が見送られたというか、なくなったという

ことに伴って減ったということです。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 分かりました。改めて決算審査意見書にも述べられておるもんですから、中身をお聞きしたわ

けであります。 

 もう１つ、営業外費用の執行率、これも７７．９％の企業債支払利息以外に何かあるのかお聞

きしたい。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 菅野課長。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 営業外費用の。 

加藤 光則委員 

 企業債支払利息以外に営業外費用というのは何があるかという中身ですね。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 今それは何ページのところが。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 何ページというか、私、決算の意見書のほうを見てやっとるもんで。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 菅野課長。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 営業外費用は全部支払利息になります。企業債の支払利息に当たっております。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 
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 全部ということは、企業債ということでとらえておけばいいということですね。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 はい。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 今そうやって言われると、浄水場や配水管などの維持管理とか職員給与とは考えずに、企業債

利息だけというとらえ方でいいんでしょうか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 菅野課長。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 水道事業費用の中の営業外費用の中には支払利息が入っております。それだけです。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 資本的支出の建設改良費が執行率６５％で、不用額がたしか３千７３２万５千９４円出ている

わけですけれども、配水管等の耐震化計画に基づき、今回どういうふうに行われたのかお聞きし

ます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 菅野課長。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 一応、今の耐震化の計画は１０年間で年間３千万円ぐらいずつ耐震化をやっていこうという計

画になっておりまして、大体それに基づいて今回執行させていただいたということになります。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 年々やっていくという計画を立てられておって、たしか見るとですね、決算年度というのは１

１１メートルだったけど１０７メートルだったということも載ってました。そういうふうに実施

されておったわけですけれども、主に重要給水施設への配水管路ということで計画を立てておみ
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えですけれども、この重要給水施設というのはどういうふうに定義されておるのかお聞きします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 菅野課長。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 指定避難所とかになっている施設が主でして、春日小学校だとか中学校、広域避難所の春日の

グラウンド、春日の老人福祉センター、五条川リハビリテーション病院、あとは中之切公園、ネ

ギヤ保育園、ネギヤ公園、ペガサス春日、平安の里と、それに向かって伸ばしていくということ

です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 毎年計画を立てておられるということで、順調にやっておるという理解でいいですか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 菅野課長。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 収益があっての工事になってきますので、経営の状況を見ながらやっていきたいなというふう

には思っております。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 もう１点聞きます。 

 愛知県の広域水道圏の年次計画というのがあるわけですけれども、そこに計画立てられたもの

を見ると、計画が立てられてから１５年後、２０２０年には管理計画、経営計画において水道事

業者が行う広域水道を推進するための事業に対して、県は必要に応じて協力するよう努める、こ

ういうことが見出しで書かれているわけですけれども、名古屋市水道事業との管理経営計画との

関係というか、これはどういうふうにこの年度を切って進められてきて、いよいよ２０２０年に

なってきたんですが、今どういうふうな状況にあるのかお聞きします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 菅野課長。 
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上下水道課長（菅野 淳君） 

 広域でなるべくやりなさいと、近隣の水道事業体となるべく共同して仕事を進めなさいという

ことだと思うんですけども、春日の水道事業に関しましては、名古屋市のＮＡＷＳといいまして、

水道関係の外郭団体がございまして、そこへ水道の検針事務を委託するというような形で共同で

やっていくというようなこともやっております。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 名古屋市とのそういうところは進めておみえになると。旧春日以外に今、名古屋市の関係だと

思うわけですが、肝心要の県水との関係でいえば、年次計画に基づいて推進されていくと思われ

るわけですが、今１５年たって２０２０年を目途にいろいろ計画を立てられてきたわけですけれ

ども、今、春日と春日以外のところで県水と名古屋市ということに分かれておるわけですが、何

が課題となって、どういうふうに話が進められて、どういうふうに計画を踏まえて物事が進んで

おるのかというのを明確にしていく年度になるかと思うんですが、その辺についてはどういうふ

うな位置におって、今、当局は考えられているのかお聞きします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 菅野課長。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 名古屋市の水道事業体への名古屋市からの給水ということもこの先は考えているんですけども、

その辺のあたりで県水との絡みもございまして、国の大きな計画、フルプランというのがあるん

ですけれども、その改定に合わせる時期で、そのタイミングで、これまで清須市内、名古屋市か

らの市外給水をやってきた経緯がございますので、国の計画を見据えながら愛知県のほうと名古

屋市と、また県の水道事務所のほうと連絡を密に取りながら、そういったタイミングを探るとい

うような状態になっております。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 それはよく分かりますけども、年次計画が１５年前に立てられて、１５年後の２０２０年には

こういう方向に持っていくよということになっておったわけですので、何が今、課題であって、
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それを明確にして、この計画がどういうふうになっているのかということを明らかにしていくと

いうことは私は大事なことだと思いますので、しっかりやっていただくようここでお願いしてお

きます。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 ほか、よろしかったでしょうか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 これで質疑を終わります。 

 認定第５号 令和元年度清須市水道事業決算認定について採決をいたします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 ありがとうございます。全員賛成であります。 

 よって、認定第５号 令和元年度清須市水道事業決算認定については、原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 

 次に、認定第６号 令和元年度清須市下水道事業決算認定について、説明をお願いいたします。 

 菅野課長。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 上下水道課長の菅野です。よろしくお願いいたします。 

 令和元年度清須市下水道事業会計決算認定について御説明いたします。 

 清須市下水道事業決算書、９ページをお願いいたします。 

 初めに、収益的収入及び支出に関連します財務諸表について御説明いたします。 

 令和元年度清須市下水道事業損益計算書 

 期間は、平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までであります。 

 消費税抜きの金額になっております。 

 １．営業収益は、（１）の下水道使用料、（２）雨水処理負担金、（３）その他営業収益を合

わせました６億３千６４５万３千３４１円でございます。 

 ２．営業費用は、（１）管渠費から（８）資産減耗費を合わせた１２億９千５０４万９千１７
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０円でございます。 

 主なものは、ポンプ場の維持管理費、流域下水道の維持管理に伴う負担金、建物・構築物・機

械及び装置などの固定資産の減価償却費などでございます。 

 差引き６億５千８５９万５千８２９円の営業損失となっております。 

 ３．営業外収益は、（１）他会計負担金、（２）長期前受金戻入、（３）その他の営業外収益

を合わせました８億７千４２９万９千５４２円でございます。 

 ４．営業外費用は、（１）支払利息、（２）雑支出を合わせました１億８千８８２万９千７８

２円で、差引き６億８千５４６万９千７６０円となりまして、経常利益は６億８千５４６万９千

７６０円から営業損失の６億５千８５９万５千８２９円を差し引きました２千６８７万３千９３

１円となっております。 

 ５の特別利益は、（１）その他特別利益２千５４４万２千８７２円、６の特別損失は（１）そ

の他特別損失２４５万８千１０４円、当年度純利益は、特別利益から特別損失を差し引きました

２千２９８万４千７６８円に経常利益の２千６８７万３千９３１円を加えました４千９８５万８

千６９９円でございます。 

 当年度未処理欠損金は、当年度期首繰越欠損金５億３３８万５千７１６円から当年度純利益を

差し引きまして４億５千３５２万７千１７円でございます。 

 続きまして、１０、１１ページをお願いいたします。 

 令和元年度清須市下水道事業剰余金計算書 

 期間は、平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まででございます。 

 表の下段、当年度末残高といたしまして、資本金８億２千８５０万７千円でございます。資本

剰余金合計９億８千９９１万２千８９０円、利益剰余金合計、当年度期首残高繰越欠損金マイナ

ス５億３３８万５千７１６円に当年度純利益４千９８５万８千６９９円を合わせまして、利益剰

余金合計はマイナス４億５千３５２万７千１７円でございます。したがいまして、表の一番右の

列の下、資本金と剰余金を合わせました資本合計といたしまして１３億６千４８９万２千８７３

円でございます。 

 その下の表をお願いいたします。 

 令和元年度清須市下水道事業欠損金処理計算書 

 当年度末の自己資本金、資本剰余金、未処理欠損金の残高は、ここに記載のとおりで、当年度

末残高と同額を処分後の残高とするものでございます。 
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 次に、資本的収入及び支出に関連します財務諸表について御説明させていただきます。 

 めくっていただいて、１２、１３ページをお願いいたします。 

 令和元年度清須市下水道事業貸借対照表 

 令和２年３月３１日について御説明いたします。 

 資産の部につきましては、１．固定資産は、（１）有形固定資産のイの土地からホの建設仮勘

定までの有形固定資産合計２５０億６千８９０万５千２９２円と（２）無形固定資産のイの施設

利用権からハの電話加入権までの合計２４億２千９０８万４千３４３円と（３）投資その他資産

のイの出資金とロの長期前払費用の合計６２２万６千２９７円を合わせまして、固定資産の合計

２７５億４２１万５千９３２円でございます。 

 ２．流動資産は、（１）現金預金、（２）未収金、（３）前払費用、（４）前払金を合わせま

した１４億３千７２８万４千９６６円でございまして、資産合計といたしまして、固定資産合計

と流動資産合計を合わせました２８９億４千１５０万８９８円でございます。 

 次に、負債の部につきましては、３の固定負債は、（１）企業債１２５億５千１１６万５千４

７２円と（２）その他固定負債９千４４５万７千９３４円の合計１２６億４千５６２万３千４０

６円でございます。 

 ４．流動負債は、（１）企業債、（２）未払金、（３）未払費用、（４）引当金、（５）その

他流動負債を合わせました９億６千１９６万８９１円でございます。 

 ５．繰延収益は、（１）長期前受金、収益化累計額を合わせた１３９億６千９０２万３千７２

８円でございます。 

 負債合計は、固定負債合計１２６億４千５６２万３千４０６円、流動負債合計９億６千１９６

万８９１円、繰延収益合計１３９億６千９０２万３千７２８円を合わせました２７５億７千６６

０万８千２５円でございます。 

 次に、資本の部につきましては、６．資本金は８億２千８５０万７千円でございます。 

 ７．剰余金は、（１）資本剰余金、イの受贈財産評価額からハ．一般会計補助金までの合計９

億８千９９１万２千８９０円と（２）利益剰余金のマイナス４億５千３５２万７千１７円を合わ

せまして、合計額５億３千６３８万５千８７３円でございます。 

 資本合計は、６の資本金の８億２千８５０万７千円と７の剰余金合計５億３千６３６万５千８

７３円を合わせました１３億６千４８９万２千８７３円になります。 

 負債資本合計は、負債合計２７５億７千６６０万８千２５円と資本合計１３億６千４８９万２
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千８７３円を合わせました２８９億４千１５０万８９８円になります。 

 以上で、説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方の挙手をお願いいたします。 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 企業会計になって非常にあれなんですけど、まず汚水のことで莫大なお金がかかっていますの

で聞きたいと思いますけれども、基本的には、令和７年度末までのアクションプランに基づいて

整備が進められておるわけですけれども、この令和２年度から中期計画もまた新たに計画がされ

て出されたわけですが、計画に対して今どういう状況にあるのかお聞きします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 菅野課長。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 アクションプランのほうはかなり背伸びした計画になっていたと思います。実際、経営戦略を

つくるにあたりまして、若干、整備ペースを落とした形で今は進んでおります。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 会計年度までにはどういう状況にあって、新たに中期計画もつくられたわけですので、今、整

備の状況はどういう状況にあるのかお聞きします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 菅野課長。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 今、４９１ヘクタールで事業計画を取っておりまして、そのうちの今、整備済みの面積が２９

５ヘクタールとなっておりまして、約６０％ぐらいの進捗率になっております。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 
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 今、一生懸命やられておるのはよく分かります。 

 お聞きしますが、気になるのは、他会計繰入金についてであります。 

 この他会計繰入、アクションプランのときから中期計画をいろいろ立てておって、いろいろあ

るかと思いますが、一応、基準内のみとすることを目標にしているわけですけれども、どういう

ふうに推移しているか伺います。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 菅野課長。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 一応、経営戦略の中では、基準外の他会計繰入金というのはできるだけ繰り入れないようにと

いう形で計画を立てております。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 当初、最初の計画では１億円か何かだったと思うわけですけれども、この間、それがどういう

ふうに推移しておるんでしょうか。大体その目標内で収まってきておるかどうか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 菅野課長。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 基準外の繰入れに関しましては、できるだけ抑える形で、目標でそこそこいっているかなとい

うふうには感じております。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 もう１つ、企業会計になっておって、消費税のことが非常に気になるわけであります。いろい

ろ見てみますと、例えば、収益的支出の補助金、それから資本的収支でいえば出資金、この配分

があるわけですけれども、企業会計においては、一般会計繰入金は収益的収支に補助金として繰

り入れるものと資本的収支、出資金として繰り入れるものに区分できて、出資金に分類した場合

は自己の資本金として経理されて、消費税法に規定されている特定収入には該当しないと。いろ

いろ出し方によって、今、節税対策もいろいろ考えられて、自治体がその在り方について、一般
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会計繰入金が多額に上る場合は、この下水道関係の場合は消費税は繰出金の額に連動していくた

めに企業会計化にすることによって消費税が減額されるということで、いろいろ期待もあるわけ

ですが、そういったことも十分考えられて、今、行われておるのかということをお聞きしておき

ます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 菅野課長。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 企業会計化にすることによって消費税の節税効果というのもうたわれていますので、そのあた

りは期待してやっていこうかなと思っています。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 消費税は額が大きいわけですので、やっぱり節税ということも大事になると思いますので、ぜ

ひ、その辺も考えていただいて事業を進めていっていただきたいと思います。 

 それで、もう１つ、企業債の残高、最大１５０億円を目標にしているわけですけれども、財政

計画では７年度に１５０億円、これは中期の財政計画を見ると最大値が示されておるわけであり

ます。これは裏返してみれば、令和７年度までの事業計画しか示されていないからだということ

も言えるわけです。財源に関する検討も先ほどの答弁で若干触れられましたけれども、進めなが

らやっていくんだということだと思いますが、過去３年の平均において、汚水処理の原価につい

て、１５円以上の回収率において経費の１０％以上の乖離が生じたときは見直しを行うというこ

ともうたわれておったんですが、まだ始まって間もないですが、その辺は現在ではどんな状況に

あるのかお聞きします。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 菅野課長。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 上下水、菅野です。 

 汚水処理にかかる費用をどんだけお客様からの使用料で賄えているのかということだと思うん

ですけども、元年度にしますと、お客様から頂いた使用料が１億６千３４０万円ぐらいですね。

汚水処理にかかった実際の経費が１億６千３６５万円ということで、経費回収率は９９．８７％、
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ほぼ１００％に近い形で回収できているというふうには見ております。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 まだ、過去３年平均においてというまでもなく、１００％に近いということを言われました。

財政計画を見ながらということなんですけれども、中期計画も示されておるわけですが、７年度

までの計画、今後、汚水の下水道整備が示されていないわけですけれども、いよいよ令和２年度

になってきました。今後の進め方みたいなのは市民の皆さんにどういうふうに計画をあらわにし

ていくのかというのはどういうふうに考えられておみえでしょうか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 菅野課長。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 先ほども申し上げましたとおり、今、現事業計画は５年ごとに見直しをやるんですけども、５

年先までの事業計画はホームページ上で一応地図に落として公開しておりますので、その辺あた

りは分かるんじゃないかと思っております。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 加藤委員。 

加藤 光則委員 

 しっかりと事業運営を行っていただいて、莫大な費用が今後かかるわけですので、運営のほう

をよろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 今ほとんど加藤委員のほうからお話がありましたので、私は１点だけ、先ほどの汚水の部分の

今の収支のお話があったんですけども、下水道事業会計の中に雨水と汚水ってありますね。この

関係で考えると、もともと雨水というのは公共でやるものですので、全額繰り出しであると。汚

水は、繰り出し基準に基づく繰り出しと、あとは使用料が財源というふうに異なっているわけで

すね。そうした中で、先ほど委員からもあったように、今後、使用料がこの金額が妥当であるか
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どうかとか、見直ししていくについても、この下水道企業会計の中で雨水と汚水というのは別で

考えていかなきゃいけないと思うんです。先ほど汚水の話がありましたので、雨水のほうで収支

を教えていただけますでしょうか。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 菅野課長。 

上下水道課長（菅野 淳君） 

 収益的収支のほうで見ますと、雨水の処理負担金ということで一般会計から繰入れさせていた

だいております。その中身といたしましては、雨水ポンプ場の維持管理とか幹線関係の維持管理

とか、あとは減価償却費とかいろいろあるんですけども、一応、一般会計から繰入れさせていた

だいた雨水処理負担金の中でポンプ場の維持管理とか幹線関係の維持管理にそれの中で使わさせ

ていただいております。そういうことでございます。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 今のお話ですと、きちっと分けてされているということで分かったんですけれども、これはう

ちの場合ですと、１００％分流ということであるとすると計算がしやすいというか、はっきり分

かるわけですので、ぜひ、こういう視点を私たちも知らなければいけないですし、先進的自治体

では公開しているようなところもあるんですね。うちは始めたばかりですけれども、やっぱりこ

うしたときに汚水の分と雨水の分というのは、はっきりと教えていただきながら今後見ていかな

きゃいけないのかなと思います。 

 これは始めたばっかりですので、どう考えてもこの下水のほうは、普通、供用開始して３０年

以上たたないと黒字にはならないよと事業ではあると思います。それ以降にまた一般会計へ戻し

ていくということになると思うんですけれども、当分は非常に一般会計からの繰り出しというの

がもちろん基準に基づいてですけれども、続いていく。そうした中で、やっぱり使用料が適正で

あるから繰り出せるわけですので、この辺の見方として、ぜひ今後、雨水と汚水という観点で、

本日は明快に言っていただきましたけれども、明快に管理していただきながら示していただくよ

うに、何らかの形でお願いしたいと思います。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 
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 ほかによろしかったでしょうか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 これで質疑を終わります。 

 認定第６号 令和元年度清須市下水道事業決算認定について採決をいたします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

建設文教委員会委員長（大塚 祥之君） 

 ありがとうございます。全員賛成であります。 

 よって、認定第６号 令和元年度清須市下水道事業決算認定については、原案のとおり認定す

べきものと決しました。 

 以上で、建設文教委員会に付託された建設部所管の議案についての審議は終了いたしました。 

 明日、午前９時半から、教育委員会所管について御審議していただきますので、よろしくお願

い申し上げます。 

 これをもちまして、本日は散会いたします。 

 早朝からの御審議お疲れさまでございました。 

（ 時に午後 ２時２３分 散会 ） 
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